
 - 1 - 

第９日目（１２月１７日） 

○議   長（峠 佳一君）  おはようございます。延会前に引き続き、本会議を再開い

たします。 

○議   長  ただいまの出席議員数は２８名であります。 

これから本日の会議を開きます。 

なお、上村一郎君より葬儀のため午前欠席の届が出ております。南雲淳一郎君より家事都

合のため３０分ほど遅刻の届が出ております。これを許します。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

 質問順位１７番、議席番号２番・今久美君。 

○今井久美君  おはようございます。それでは通告にしたがいまして質問を行います。質

問に入る前に、このたび私の一存で所属会派を離脱し無会派となることを申し出て、議長以

下皆さんで協議していただきました。結果、１２月定例会前のあわただしい中、常任委員会

を始め各審議会構成にまで影響を与え、議員各位ならびに担当課に大変手をわずらわせてし

まいました。この場を借りておわびを申し上げたいと思います。 

私はこの３年間、旧３町が合併した新南魚沼市議会に籍を置き、その責任の重さを痛感し

ております。そして市をとりまく環境は合併効果を実感する間もなく日々厳しさを増し、市

長、行政、議会が一体となり、市民生活を守るべく一致団結して取り組む必要性を示してお

ります。 

議会における会派も旧町ごとの地域性から脱皮し、広く対応するべきときに来ているよう

に私は感じています。残任期約１年、私は会派に所属することと無会派議員でいることの違

いを肌に感じて、政務調査を始め、情報の入手方法、議会運営への関与など今後ももの言う

無会派議員として頑張っていく所存であります。変わらぬご指導を賜りますようお願い申し

上げます。 

１ 人件費削減に関連して「職員給与５％カット」の終了を、本当に新年度から実施する段

階にあるのか 

 質問に移ります。少し連日続いている職員の給与削減に関連した質問であります。既に市

長の答弁のなかにも出ていますが、私は私なりの考えのなかで質問をさせていただきたいと

思います。昨日も同様な質問が連続することに疑問を抱くような答弁がありました。 

質問者はそれぞれ支持者や地域の声を聞き取り、見解を正しているわけですから、率直に

受け止めていただきまして、また、それだけ多くの方々が現在の状況から疑問に思っている

わけです。私はこの職員給与に関連して、この場で考えを申し上げたことがあります。自分

が高校を卒業する頃の民間との格差や、待遇に魅力がなければ優秀な人材が集まらないこと。

また、専門知識や技術が必要な分野への対応。幹部の方々の必要経費について、市長や議員

であろうが、職員であろうが、かかるものは等しくかかるというようなことを言ったことが

あります。 
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しかし、これらの議論は財政の見通しが立つことが原則であります。何より公務員は安定

職です。それだけで魅力のある仕事です。大阪府の知事のように分限免職を積極的に活用す

るなどということは一般的にはありません。景気は常に変動します。その都度ころころと給

与が変動するわけにもいきませんので、人事院勧告は大きなひとつの基準です。ただ、人事

院勧告やラスパイレス指数に沿って実施していたら国が確実に南魚沼市を守ってくれるわけ

ではありません。全国６１パーセントの自治体が独自の給与カットを実施しているという報

道もうなずける数字であります。 

昨日、市長から民間のいいときの話がありました。確かに私がこちらに帰ってきてから、

いいときもあった一部の会社もありましたが、それも正社員の一部だけで、工場のラインの

人や現場の人は縁のない話であります。賞与というものをもらったことがない人や、あった

としてもほんの気持ちだけという人がほとんどです。企業は無理して利益を出し、内部留保

をし、設備投資に備えたり、納税に努めたりして残念ながら働く人にファイトマネーで渡る

ことは少ないことです。 

管内の工業団地でも多くの臨時の方が回しているのが実態であります。そして仕事が入っ

てきませんから、既に正月休みに入った人、待機の人、解雇の人、大半が臨時の方です。市

長から給与削減は禁じ手だ。生活給は手がつけられない話がありました。民間も同じです。

しかし、そうしないと厳しい競争の中、企業はやっていけないのです。 

私もそうでした。会社や現場の利益を出すために、友人や同級生にも解雇を告げなければ

ならないときは、本当に辛いことです。でも赤字を出すわけにはいきません。明日どうなる

かわからない会社に仕事を出す人はいません。辛くても頑張って利益を出し、納税している

わけです。 

この辺の会社は労働組合が守ってくれるなどということはまずありません。人事院勧告や

ラスパイレス指数など関係ないし、不足分を交付税措置をされるなどということも民間では

一切ありません。ですから、この辺の民間の賃金と比べようなどということはあまり意味の

ないことだと私は思います。 

初任給の話もありましたが、年齢に合わせ、職員の方が給与や賞与や保証、労働環境が確

実に良くなっていくことは現実です。そしてそれがこの地域の一つの目標であることも事実

です。ハローワークがつかんでいる見通しや、連日報道される情報は、市長、行政でも精度

の高いものをつかんでいると思いますので、私の方では割愛します。 

しかし、管内雇用状況は昨日の腰越議員の指摘どおり早いピッチで人員整理の波が押し寄

せてきています。県内各地も予算編成を前に法人税、交付税の減少を主に財源不足の予測を

立てています。昨年に再度見直された市の財政計画は、今の状況から歳入面で厳しい予想を

立てざるを得ないのではないかと思いますが、見解を伺います。 

 次に通告の②に入ります。この５パーセントカット終了が、昨年の繰上償還時の要件、実

質公債費比率１８パーセント以上であり、人件費など経費削減に努力している自治体という、

財政の厳しい自治体に限って認められた方針に反しないかということであります。確かに昨
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年国に提出された繰上償還に関る財政健全化計画の課題と取り組みの中に、平成１８年から

２０年まで職員給与、および議員報酬の５パーセント削減を行う。平成２８年度には実質公

債費比率１７.７パーセントを目指すと書かれています。 

書かれているから計画どおりだと言ってしまえばそれまででありますが、実際、平成１９

年度の決算資料によれば、人件費の抑制は達成率９５パーセントで未達成であります。投資

的経費の抑制、繰り出し金の見直しなど、押せば引っ込むところは１００パーセントになっ

ています。市独自の努力だけでは難しい歳入の確保は７９パーセントであり、これからさら

に厳しくなります。 

したがって、人件費などの経常経費が削減できずに計上財源が減ってくれば、計上収支比

率が悪化してきます。決算資料によれば、平成１８年度８９.１パーセントから９３.２パー

セントに悪化しています。別途除雪費の要因もあるようですが、理論的にはこういうことに

なります。予算を組んで残りの６.８パーセントだけ市の自由裁量で施策が打てるということ

です。極端に言えば９３.２パーセントは議論の余地のない、使い道の決まっている予算だと

いうことです。約束の３年ではありますが、とても削減５パーセントを終了する段階にない

と思います。 

 ②のもう１点。これから検討される財政難の自治体支援に問題は発生しないかということ

であります。具体的には、公立病院改革ガイドラインで言われている財政支援措置について

であります。城内病院についての議論もありましたが、基幹病院建設にともなって、市立病

院の運営をどうするかは避けて通れない問題であります。周辺自治体と違って我が市の管内

に計画されている基幹病院ですから、地域医療全体の再編、ネットワーク化を検討する必要

がありますし、総合計画では投資的費用でこの基幹病院関連を予定しておりません。財政計

画に入っていないということです。国、県からの大きな財政支援と特例債の有効な期間内の

進展を望むところですが、当初の約束と言ってこの重要なときに、経常経費削減努力を継続

しないことは、今以上の削減努力を求められる要因となるように思います。 

 通告の③に入ります。実質公債費比率１８パーセントをきるまでの目標とならないかとい

うことであります。先の市長選挙は、野球場建設が地域医療などの政策的なことを押しのけ、

大きな争点になったように私は感じています。それは野球場の建設の是非を問うというより、

根底にある市の財政は大丈夫かという市民の心配が結果として現れたことだと、地域の人た

ちと接していて感じます。市長は選挙結果を独自に分析しているようなこともあるかもしれ

ませんが、根底は市の財政を心配していることだと私は思います。 

したがって、この先の情報館や大きな投資の話が出てくれば、同じような心配が出てくる

ように感じています。多くの市民が本当に心配しています。市政懇談会に行って話をしなく

ても本当に心配しています。その声が行政にあまり届かないとすれば、合併して行政が遠く

なったと言えるのかもしれません。 

そしてその心配はいつからかと言えば、実質公債費比率の公表が大きな要因であります。

合併に向けた新市建設計画を検討している頃と、今でも大枠財政状況はそんなに大きく変化
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していないはずだと思います。連結的に財政指標を見るようになっただけだと思います。そ

の心配される実質公債費比率１８パーセントを計画の１年でも早くきって、人事院勧告に則

った給与体系でやっていけると胸を張って市民に言えるようになったとき、初めて財政の見

通しが立ったと言えるのではないでしょうか。今の計画はあくまで机上の計画であり、毎年

１００パーセント達成されなければ、またどこかで修正が必要になってきます。 

２ 地区議員の説明会も予定されているが、地域開発センターの運営と地域コミュニティ事

業の新年度方針を伺う 

 次に地域開発センターの運営と地域コミュニティ事業の新年度方針について伺います。こ

のことについては、地区議員の説明会も予定されておりますので、中止してもよかったかも

しれませんが。昨年この場で質問して、この１年を移行期間として検討するとしていました

が、方針が示されておらず、再度質問する予定でしたので伺います。 

開発センター、コミュニティ事業については、前回の質問でこれからの市政運営で重要な

ポイントであることを申し上げましたので、新年度からどうなるのか概略をお聞かせくださ

い。今の時点で各地区おのおの均一でないので、細部については説明会のときに聞かせても

らいます。 

この質問に関連して、無会派議員は議会運営に関して今後発言する機会が少ないと思いま

すので、あえてこの場でものを言う無会派議員として一言言わせてもらうと、議会初日に急

に説明会を実施する紙が置かれていても、計画した質問は中断できません。議案についても

当日配付ということもよくあります。 

執行部の皆さん、どうか逆の立場で考えていただきたい。皆さんは専門部署で関係する議

案や報告をあげてきますが、議員は定例会の１週間前に議案をもらい、中身をチェックして

議会に臨みます。当日配付では判断できかねることもあります。議会運営委員会に間に合わ

せられないなら、議会に回すか、臨時会の招集をかけて対応することを強く要望して壇上の

質問を終わります。 

○市   長  おはようございます。傍聴の皆さん方、また朝早くからご苦労さまです。 

今井議員の質問にお答えいたします。 

１ 人件費削減に関連して「職員給与５％カット」の終了を、本当に新年度から実施する段

階にあるのか 

最初にちょっとこちらから申し上げたとおり、むだだとか迷惑だなどということは全く申

し上げておりません。これからまだ何名もこの問題についてご質問いただく予定であります

ということは申し上げました。 

 さてそこで、人件費削減に関連しての給与カットでありますけれども、今回のこの経済情

勢の急激な悪化、私どももこれほどになるとは予測はしておりませんでした。ほとんどの方

がそうであったと思います。また、市民にあるいは市の財政にどのくらい影響を及ぼすかと

いうことも、まだ確たる部分はわかっておりません。派遣切りとかそういうことも出始めて

いると。あるいは財政的には１２月定例議会の初日に申し上げ議案で出したとおり、法人税
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収が大きく落ち込むだろう。これからまだどの程度落ち込むのかというのは予測はついてお

りませんけれども、そういう中で、では１００パーセント私たちが組んだ財政計画どおりこ

れから平成３３年まで進むのかと言われれば、これは１００パーセント進むということは言

い切れるものではありません。ですので、厳しい状況があるということは十分認識をしてお

ります。 

そういう中で、見通しが立ったというのは、新市建設計画に基づいて事業を実施していく

中で、実質公債費比率の低下、下げていく目標とか、市の財政状況――これは今年の３月に

皆さん方にお示ししたことでありますから、その時点ではほぼそういう見通しが立ったとい

うこと。今、大幅にそのことに狂いが生じてきているという状況ではない。そういうことで

一応市の財政計画は大幅に狂いの生じることは、今のところはないだろうと思っております。

大きな不測の事態が生ずれば、これはまだわかりません。 

そこでお尋ねのその前にちょっと申し上げますけれども、「公務員」このことについて、皆

さん方とまた一緒に考えてみたいと思うのですけれども。公務員というのは国家公務員、地

方公務員ありますけれども、本来は国を背負い、あるいは地方の自治体を背負う。そういう

気概を持っていただく方が公務員になっていただくわけであります。決して安定志向でと―

―今はそういう状況が非常に強いようでありますけれども――そういうのが本来の公務員の

姿だと私は思っております。ただただ、安定志向だけで公務員を目指すとすれば、それは目

指していただかない方がいいわけであります。そういうことを前提にして、国も給与体系を

定めたわけであります。 

そしてその公務員のそれぞれの働く状況が毎年毎年大幅にころころ変わるようでは、給与

体系もですね、それではやはり本来、国を背負い、地方を背負っていくというそういう気概

を持った人たちが、そのことに脅かされながら仕事をしているということではだめだという

ことが、私は根幹にあると思うのです。安定的に給与を支給するということは。ですから、

本来の公務員の姿というのはまずそこだということを、ひとつご理解を私はいただきたい。 

しかし、近年公務員の不祥事、それから財政的な中、あるいは景気悪化、こういうことに

ともなって公務員バッシングというのは本当に激しいものがあります。マスコミも含めてで

すね。公務員と政治家。非常に厳しい状況です。ただ、何と申しましょうか、論調そういう

風潮の中でそれにあまり流されるようでありますと、これは全く私たちの市の職員という意

味でなくて、公務員の気概がもう薄れるということは事実だと思っています。ですから、悪

いことをした人はもちろんでありますけれども、本当に一生懸命やっている人はきちんと評

価をするということをやっていかなければ、これは企業だって同じだと思います。 

ですので、私の考え方の根底はそこにあるということをまずご理解いただいたうえで、こ

の２番目の繰上償還時の対象要件、人件費の削減、それから財政難の自治体救済支援、この

対象要件の問題が発生しないかということであります。ご承知のように南魚沼市は平成１９

年１２月２１日付けで行政の簡素化等を盛り込んだ財政健全化計画が承認されました。そし

て平成１９年度から平成２１年度までの３年間で５パーセント以上の市債の繰上償還が認め
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られたところであります。その際、実施状況を確認したうえでその計画が不当に実施されな

いときは、繰上償還の減額、あるいは中止、または延期するというふうに謳われてあるわけ

であります。実施状況の確認では、ひとつは地方債現在高、あるいは実質公債費比率、そし

て職員数、それから改善額について計画目標値と実績値が比較されると、こういうことにな

っております。 

職員給与５パーセントカットそのものは対象要件ではございません。５パーセントカット

の終了が、例えば要件に違反するということにはならないということであります。職員数の

削減。たびたび申し上げておりますけれども、職員数の削減が非常に急ピッチで進むという

ことの中で人件費の削減は達成できる。そういうことからこの５パーセントカットも３年で

終了させても、まず大丈夫だということを申し上げさせていただきたいと思います。 

そういうことによりまして行政効果額、いわゆる人件費の総額をもう抑制しているわけで

すから、総額は。ですので、計画どおり達成できるというふうに考えております。それから

財政難の自治体救済支援。このことが私はちょっと詳細を承知しておりませんけれども、一

般論としてですね。独自に５パーセント３年とかそういうのは、昨日も申し上げたとおり他

の市の３パーセント２年とかいろいろ全部その自治体独自の施策というかそういうことであ

りますから、給与カットを復元したことで対象から除外されるということはあり得ないこと

だろうと思っております。 

申し上げますけれども、人件費の削減は、これは計画どおり達成ができる。そして、いわ

ゆる経常経費的には人件費の総枠を削減していくわけですから、５パーセントカットを例え

ば復元したとしても、その枠にきちんと収めていくわけですので達成ができるということで

あります。５パーセントカットを復元したがゆえにこの計画が達成困難だとか、昨日も申し

上げておりますように、そのことによって市民の皆さん方に新たな負担増が出るとか、財政

が非常に悪化するとか。そういうことが生じれば私も軽々に５パーセントカットの復元とい

うことは申し上げるつもりはございませんが、おおむねのことはほぼ達成ができる。そうい

うことが見えた中で５パーセントのカットは復元をさせていただきたいということでありま

す。 

 ３番の見通しが立ったという抽象論、これはあくまで机上の計算ということでありますが、

１９、２０年度まではほぼ机上の計算どおりにいく――これは机上計算ということにはなり

ませんけれども、当然来年度以降はまだ実際が回ってきたわけでありませんので、机上の計

算であります。机上の計算ですが、非常に厳しい見方をしているということもご理解いただ

きたいと思います。相当厳しい見方をした中で、このことが達成できるということを申し上

げております。 

昨年度策定した財政計画、一度６９億円削減が７１億円まで今、上がっているわけですけ

れども、この部分からは１年経過ということでありますが、今ほど触れましたように今のと

ころ順調に推移をしております。 

実質公債費比率については制度の一部変更もございました。都市計画税をいわゆる分母の
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方に参入してもいいとかそういうこともございましたので、計画上の平成１９年度２４.６の

ところを２３.５ということで、計画はきちんと下回っておりますし、この比率につきまして

は、これもたびたび申し上げておりますが数値押し上げ要因。これは下水道整備計画の２５

年完了を目指して今後も投資を続けていく、この部分が一番大きい。そして広域水道企業団

の合併といいますか、市の方に編入をしたこのことによる水道事業債の残が非常に大きい。

この二つであります。一番大きい要因は。 

そしてこの水道部分については他市に例を見ません。県内で私たちのところだけでありま

すので、そういう面では実質公債費比率が県下でワーストワンになった、このことはある意

味ではうなずけます。なぜこんなになるのだということも、私どもも当初は思いました。け

れども、分析をさせていただければそういうことでありますのでいたしかたないといいます

か、そういう数値が出るべくして出たということであります。 

下水道会計はもう２５年完了を目指しておりますので、もう少しずつ毎年いわゆる下水道

債の額は増えますけれども、一般会計と先ほど申し上げました水道事業会計については、と

もに確実に起債残高は減少して公債費は減少しています。このことから実質公債費比率につ

いては計画に沿って推移していける、いくものだ、いける。そういうことだと思っておりま

す。 

今後予想される不況の影響に対する考え方は、今までいろいろお答えいたしましたけれど

も読めない部分もございます。たびたび申し上げておりますように不測の事態が生ずるとい

うことであれば、それはそのときに的確に判断をさせていただいて、５パーセントカットで

なくて１割カットをもう１回やらなければならないのか。そういうことも含めてそれは検討

しますが、現在はそういう状況にありません。皆さん方の意思に添えないで申し訳ないです

けれども、この５パーセントカットはいったん復元をして、そしてまた職員もそのことをよ

く肝に命じて、そして一生懸命仕事に励んでもらう。このことだと思っております。 

２ 地区議員の説明会も予定されているが、地域開発センターの運営と地域コミュニティ事

業の新年度方針を伺う 

 コミュニティ事業の件でありますが、その前に無会派の皆さん方への対応ということであ

りますけれども。議案につきましては、当日配付というのは主に人事案件、これらが主だと

思っております。条例改正だとかそういう部分で当日案件ということがもし、あったようで

したら、それはお許しをいただきたいと思います。 

ただ、議会の皆さん方が会派制を採用させていただいていることの中で、私たちができな

い、しないということではありませんけれども、会派に所属をしない方たちにも会派所属議

員と同じようなことをしろと言われると、これはもう会派というのは要らなくなるというこ

とでありますので。その辺はひとつ議会の方で全員の皆さん方の意見をまとめて、執行部の

方に申し付けていただきたいと、そういうことだと思います。議会の皆さん方の意思を曲げ

ることはございませんので。こういうことだから無会派の皆さん方にもこういう対応をしろ

とかそういうことであれば、それはそれで私どもはきちんとそれにしたがってやらせていた
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だきますので、よろしくお願いいたします。 

ですのでこのコミュニティ質問が別に今日、例えば説明会があるとかそういうことがあっ

たにしても、これはそれで立派に議員が正さなければならないと思ったことでありますから、

この質問が特別違和感のあるものでは全く、まあ私はございません。真剣にていねいに答え

させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

このコミュニティ事業、１９年度にパイロット事業としてスタートいたしました。そして

今年度は全地区で一応実施していただいた。地域の活動に自主活動の拠点の会場をやはり提

供しなければならないという思いで、そしてそれを提供させていただいて、市民の皆さん方

による望ましいコミュニティづくりを各地区の特色に合わせて活動していただこう、そうい

う意味であります。そこで管理運営方法についても地域の実情を踏まえ、画一的にこうだ、

ああだということを申し上げることはするつもりはございません。そのコミュニティ協議会

で決めていただきたい。そういう方向性であります。 

具体的には各地区に位置づけるセンターの管理業務。地域活動の事務局業務、これはオプ

ションとして文書の逓送業務もございます。これらを行うこと。これを協議していきたいと

思って、今までも協議してきております。今の旧六日町、五十沢、城内、大巻にございます

地域開発センターのような位置づけを、地域の実情に合わせて広げていきたい。こういう思

いであります。 

さらに協議会が認めた公共団体の事務局業務、遺族会、育成会、交通安全協議会とかいろ

いろございます。城内なんか森林愛護組合ですか、他のところに例を見ないようなこともあ

りますし、いろいろそういう業務がその各地区の中にもあるわけでありますけれども、これ

を行うことも可能だと思っております。 

いずれにいたしましても、地域コミュニティを活性化していただくためには、やはり場所

と人と金、これが必要であります。それを市の方である程度提供させていただいてというこ

とですので、決して市の業務を地域に丸投げしようとか、そういうことは全くございません。

活性化の成果というのが半年や１年でぱっとすぐ現れるとは思っておりませんけれども、そ

して制度的にもし悪いところがあれば、それは随時改善をして地域が特色を生かしていける

という方向が出ていくのが一番であります。 

これもいつも申し上げておりましたが、要はアメリカ合衆国型ですね。基本的な部分とい

うのは、やはり市内全体で守ってもらう、あるいはやってもらう。しかし、その地域、地域

で独自の――アメリカの場合は州で、博打を認めている州と認めない州とそれぞれ特色があ

るわけであります。博打とは言いませんけれども、そういうふうな集合体が南魚沼市だとい

うふうにもっていければ一番理想だと、そういう思いであります。 

新年度のこの事業につきまして、今までは１地区２００万円ということでありますが、こ

れは財政の状況を見なければわかりませんけれども、まだはっきりとは。やはりこれを順次

増やしながら、地域の皆さん方が使い勝手のいい事業にしていきたいと。特に基礎事業。こ

れが大体今の振り分けですと７０万円が提案、１３０万円が基礎事業。この基礎事業の１３
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０万円の中で地域の皆さん方のいろいろな部分を満たしていこうというのは、非常にまだや

はり金額的には不足だ、このことは痛感しておりますので。 

ただ、建設等との、修繕の持ち場のある程度の確認もしていかなければなりませんし、今

までは公共でなどやってもらわなくてもよかった、そういうつもりもなかったけれども、こ

ういう事業ができたら、ではこれを今度は皆使って今までの本当は自分たちがやらなければ

ならなかったこともやってしまえという方向には、やはりあまりもっていっていただきたく

はないわけであります。けれども、それも地域の活性化がそこにあると。そのためだという

ことであればそれはそれで結構だと思っておりますが。 

そんなことで、予算編成の際には一応来年度のことについては、もう少し考えてみたいと

思っております。徐々に、徐々にやはり増額していく。ただ、この基礎事業についてはある

程度の年数がまいりますと、やはりあまりすることがなくなるという部分があるかもわかり

ません。あそこの修繕だとか、そういう部分についてはある程度改良されれば、もうそのこ

とはそれでしばらくの間はいいのですから。その辺も実情を踏まえながらと思っております。 

新年度は各地区とも２年目になりますので、この平成２０年度よりはスムーズな事業の執

行と地元の期待に応えられるように、随時見直し改善をしていきたいと思っております。 

○今井久美君  １ 人件費削減に関連して「職員給与５％カット」の終了を、本当に新年

度から実施する段階にあるのか 

職員給与に関することについては、見通しが立つ、立たないと。こういう中で立つという

行政側の話ですので、私は今回の大きな世界的な不況が始まらなければ、多分この質問はし

なかったかもしれません。本当に私もいろいろここで背景を述べるつもりでしたが、前の質

問者の中からもだいぶ出ましたし、市長側の方ももっと厳しい状況、数字をつかんでいると

思いましたので言わなかったのですが。 

本当に急激なのです。私もハローワークで聞かせてもらって、６月、夏お盆頃までは非常

にこのまま進むのだろうと思ったら、一転９月に入って、９、１０と有効求人倍率が悪化し

てきている。そういう話を聞くうちにどんどん周りの工場へ行っている人から雇用について

厳しい話を聞くようになりました。 

それで新聞はもう連日ああいうとおりあおっていますし、本当にどのくらいの規模でくる

のか、いつまで続くのかわからないと思います。わからないと思いますが、現実はそういう

ことが始まっていますので、このまま５パーセントカットを見直して本当にやっていけるの

だろうか。皆の気持ちはどうなるのだろうということで質問をさせていただきました。 

そして私が今の質問の中で非常に市民が心配しているというのは、私のところは特に学校

の問題などもありまして、皆さんと接する機会が非常に多かったわけです。そういう中で学

校の校舎に投する投資ですとか、また今のこの市長選で出た野球場の問題ですとか、面と向

かって私もいろいろな方と話をすることがありましたものですから、本当に根本的に心配し

てもらっているのだなと。 

この前も地区の老人クラブからちょっと市の財政について講演をしてくれということで、
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こういうこれからの老後を楽しんでもらう人にまで財政を心配してもらっている。本当にす

まないことだなと私も思ってできるだけ機会をとらえて、市の財政はこういう計画を作って

やっているから大丈夫だよ、という話をしたり、自主財源比率が非常に高い――私はこれを

期待しているわけですけれども――これをもとにうまく運営していけばやっていけるのだと。

こういう話をしていたわけなのですけれども、こういうちょっと先が見えないものが出てき

ましたので。今後も私も続けます。不安はできるだけ解消して、話せばわかります、わかっ

てもらえるところが多くありますので。 

ぜひ、市の方からも行政からも機会をとらえながら、この市の財政はこうなってそしてこ

れからの事業はこうだとか、ということをまたいろいろなところで言っていってもらいたい。

全体で市民にこの財政状況をわかってもらえれば、いちいちこの先の投資のことについても、

また私たち――市長が言ったように、職員・議員というのはやはりやりだまに上がります。 

今回議員の方は自主的に定数削減の発議があるようですが、そういうことで私も議員定数

については大幅な削減を主張して、議会もこの人件費削減については及ばずながら皆が考え

ているところだろうと、こう思いますのでぜひ機会をとらえながら、またこの財政を市民に

説明していってもらいたいとこう思っていますので、またその辺について考えがありました

ら聞かせてもらいたいと思います。 

２ 地区議員の説明会も予定されているが、地域開発センターの運営と地域コミュニティ事

業の新年度方針を伺う 

 それから開発センターについては、私も市政の運営のポイントだと言ったのは、市長と全

く同じ考えなのです。それがかなりできれば、いくらこの先もっと広い市になろうがそれを

つなげていけばいいわけですし、そうすれば地域の意思がいろいろな意味でつかめる。防災

上も大丈夫だと。だからここの拠点を強化していかなければ、ここが衰退するようであれば、

市の職員が常々何かあったときにそこへ行って防災のことですとか、そんなことをやってい

かなければならなくなる。かえって効果的には費用がかかってしまう。こう思いますので、

少ない費用でこの地域を守っていくということについては、この各開発センターというのは

要だろうと、こう思います。 

今、老人クラブも私のところではですが、かなり結成ができないというようなところが増

えてきています。そしておかげさまでうちのところは地区で運動会等もやったり、いろいろ

やってきてもらっています。こういうのももう運動会に参加しないとかそういうところが少

しずつまた増えてきています。そしてこういう状況ですから、公の区の役員もなかなかし手

がないと、こういう状況も発生してきています。やはり普段のむつみ合いが少なくなってき

ているのだろうと、私は思います。 

ですからこの開発センターというのは本当に地域の要だと、こう思っています。今後も今

の考えどおり予算は大変厳しいと思いますけれども、ただ、これを衰退させることのないよ

う、ひとつ要望しておきたいと思います。財政のまた説明について考えがありましたらお聞

かせ願いたいと思います。 
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○市   長  再質問にお答えいたします。 

１ 人件費削減に関連して「職員給与５％カット」の終了を、本当に新年度から実施する段

階にあるのか 

最初の方の財政問題であります。要は学校はやや違う面があるにしても、他の例えば野球

場だとかあるいは情報館だとか、そういう部分については合併時に各町が持ち寄ってそれで

やっていこう、合併協議の中で決めていくことであります。ですので、それを実施するには

いつ頃、概算ですけれどもどのくらいの投資が必要か、それが可能かということを示して、

おおむね可能ですということは皆さんに示したわけです。ですから、毎回申し上げていると

おり、これをやるとか、やらないとかというのはこれから決めていくことであります。 

その中で例えば、野球場、野球場という話が出ますのでまた申し上げますけれども、検討

委員会も設けそれぞれやっていくわけですが、例えば今予定をしてありました２４年この頃

に財政的に非常にまた厳しい場面が出たとか、そうであればそれはそれなりに先送りだとか、

あるいはもうそういうことは必要ないのだからやめるとか。情報館でも何でもみんな同じで

す。 

ただ、学校だけはどういう財政状況になろうが、やっていかなければなりません。それこ

そ職員の給与を半分にしようがどうしようが、これはやっていかなければならない。学校、

保育園を危険のままさらしておくとか、そういうことだけは絶対でき得ませんので。学校の

方は、昔、村の時代からやはり一番皆さんが情熱を注いで、自分たちの子どもを育てるため、

そして子どもたちからきちんと社会人になってもらって、そして地域のために頑張ってもら

うための、本当にこれは大きな投資でありますから。これを財政がどうだこうだなどと言っ

て――それは１年くらいの先送りなどということは、出るかもわかりませんが――それは絶

対させないということを私が自分で誓っておりますので、学校のことは大丈夫であります。 

野球場や、何ですか情報館ですか、図書館ですか。それら道路もあり、橋もあり、いろい

ろありますけれども、こういう部分についてはちょっとまだ不確定ということをたびたび申

し上げておりますので、ご心配をそうなさらないようにと思っております。 

そして不況のことは、これは昨日も答弁申し上げました。１２月の２日頃の金融機関との

情報交換の中では、あまり資金需要がないということだったのです。ところが、その後急激

に出てきた。そこで私たちも緊急的に、昨日中沢議員にお答えしたとおりの、とにかく他の

市がやっているとかやっていないとかということでなくて、私たちの市でもやれることはや

らなければならないということで、今年、あるいは来年度にかけて総枠１億円前後の緊急経

済対策を実施しようということであります。 

極力大勢の皆さんからご利用いただいて、そして今の不況を乗り切っていただく、あるい

は体制を立て直していただく。その原資にしていただければ本当にありがたいと思うところ

であります。 

ですから、そういうこともやる。例えば職員の給与を５パーセント復元するからそういう

ことがやれないということではないわけでありますので、その点もまた皆さん方からご理解
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いただきたいと思っております。とにかく人件費の総枠は減らしておりますので、枠の中で

やはりお考えいただきたい。 

確かに不景気のときに公務員が安定的だ、ボーナスは普通どおりに出る、景気に左右され

ないと、そういう気持ちもわからなくはございませんけれども、そういうことではなくて、

この南魚沼市をとにかく背負って立っている。そういう皆さんがほとんどだということもひ

とつご理解いただきたいと思っております。 

市民の皆さん方には財政状況については機会あるごとにお話をさせていただいて、あまり

過度のご心配をなさらないようにやっていかなければならないと思っております。 

２ 地区議員の説明会も予定されているが、地域開発センターの運営と地域コミュニティ事

業の新年度方針を伺う 

 地域コミュニティセンターの方はおっしゃるとおりでありますので、これはどんどんとや

はり発展をさせて、理想の地域づくりをしていただきたいと思っておりますので、よろしく

お願い申し上げます。 

○議   長  今井久美君の質問は終わりました。 

○議   長  質問順位１８番、議席番号１５番・樋口和人君。 

○樋口和人君  おはようございます。それでは通告にしたがいまして一般質問を行います。 

教育支援センターのさらなる機能強化について 

このたびは教育支援センターのさらなる機能強化についてということであります。今議会

の初日に市長が所信表明の中で、少子化社会の進行で若者世代が減少していく中、南魚沼市

で生まれ、育つ子どもたちの存在はまさに市の未来そのものであると言っています。子ども

たちの未来が輝くこと、そのことがまさに南魚沼市の未来が輝くこと。私も本当にそのとお

りだと考えます。 

しかし、そんな大切な子どもたち。大きな希望や夢を持って、そして輝く未来に向かって

自らの可能性を開花させるためにいろいろなことに挑戦をしていってもらいたい子どもたち

にとって、今の社会は決して暮らしよい環境とは言えないのも事実です。そんな中、本年４

月に新たに南魚沼市、教育支援センターが立ち上がり、さまざまな生活環境や社会の多様化

になじめない子どもたちを支援していくうえで、大きな力になるものと期待をしているとこ

ろであります。 

この教育支援センターについて少し触れますが、昨年までは社会教育課のもとにあった青

少年の健全育成を主としていた青少年育成センターで担当していたもの、この中で細分化し

た方がいいだろうと思われるものを、学校教育課の所管とし二日町の青少年ホームの中に教

育支援センターとして設置をして、その中に教育相談部、そして主に不登校の子どもたちの

ための教育支援教室があると認識をしているところであります。 

そしてこの教育支援教室ですが、大和地区は若葉ルームを浦佐に、塩沢地区はきららとい

う名前で塩沢公民館内に、六日町地区ではふれあいホットルームという名称で先ほど言った

二日町の青少年ホーム内に設置をしています。 
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この人員の体制ですが、教育支援教室部には各教室それぞれ２名ずつの６名、そして教育

相談部には２名の８名体制となっているわけですが、職員の皆さんについては臨時職員で対

応しているということになっています。また、教育相談部の２名については、二人が半日ず

つの勤務で１日を受け持つということですので、実質１名。つまり７人体制ということにな

るかと思っています。 

そしてこの教育相談部の持っている教育相談の部屋ですけれども、実際に入ってみますと、

それまで二日町のヤングプラザといいますか、若い人たちの使っていたところのシャワー室、

そのシャワー室の前室であります、前にある部屋ですか更衣室であったところを模様替えを

したところということで、大変に狭くて窓もない部屋。とてもリラックスをして心を開いて

相談をするというような雰囲気ではないところでありました。まあないよりはあった方がい

いというような感じであります。 

こういったことで、小中学生の不登校、あるいは問題行動に対する教育支援センターの対

応ですけれども、資料を見ますと、まず窓口相談ということであります。この窓口相談につ

いては全てのセンターの職員が受け付けますということです。ですので、二日町の青少年ホ

ーム内の教育相談部でも、あるいは塩沢、大和地区の教育支援教室へ行っても、この窓口相

談は受けられるということになります。その後、場合によってはということになりますけれ

ども、二日町の青少年ホーム内にあります教育相談部、先ほど言いました小さな相談室であ

りますが、こちらで受理面談というのを行い、今後この相談を続けていくのか、あるいは教

育支援教室の方に入室をするのか、はたまた他の機関へ紹介をして対応していただいていく

のかということを、またこの支援センター内の受理会議というところで決めていって、それ

ぞれのところへ子どもたちが行っていくということになります。 

また、聞くところによりますとこの学校に行けない子どもたち、このことについては今議

会初日の総務文教委員会の資料にもありました。この資料の中では小中学校合わせて５１名

ほどの子どもたちが不登校というくくりに中に入っているようでありますが、この子たちの

うち１０人から１５人程度の子どもたちが、この教育支援教室に通っているそうであります。

また、この子どもたち。通っている子どもたちを含め、相談に訪れる子どもたち、あるいは

学校には行けない、また相談にも来れないという子どもたちということになるとは思うので

すけれども、相談に訪れる子どもたちの多くが自傷行為、自らを傷つけたりとか、あるいは

食障害、そして問題行動、あるいは発達障害というのが見られるということであります。さ

らにこの多くの子どもたちが、自ら死にたいというようなことを口にするそうであります。 

このことをおとといですか、市長の答弁の中にも宮永先生の言葉というような中で、この

地域では若い皆さんの自殺が非常に多いというような話もありましたが、この子どもたちの

死にたいということを口にするということからもそうなのかなと思ってちょっと聞いていた

わけです。さまざまな理由があるとは思いますけれども、小中学生が死にたいということを

口にする。これは本当に切なく、悲しいことだと考えております。 

そんな中で、昨日の同僚議員の質問にもありましたけれども、子どもたちをどんな大人に
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していくというような質問に対して、教育長は地域を理解し、愛し、そして地域の役に立つ

人間を育てていくのだという旨の答弁をしていたと思っております。地域の役に立つ人間。

地域を理解し、愛し。このことを私なりに考えてみますと、社会的な自立ができる人間を育

てていくということが大切なことだと、育てていくことなのだというふうに考えています。 

そしてそのためにはやはり学校で学ぶこと、あるいは同年代の子どもたちと遊ぶこと。そ

して意見を戦わせること。また、個々の違いに気付いていくこと。そして互いに思いやるこ

となどを学ぶこと。もちろん学校でないところでもいいと思いますけれども、こういったこ

とが本当に大切なことだというふうに考えています。 

こういったことを踏まえた中でさらに、先ほど申しました市長の所信表明の中にあった、

家庭、学校、地域のそれぞれが果たすべき役割りをしっかりと位置づけ、お互いに連携をと

りながら地域総ぐるみで人づくりを進めていくために、先ほど触れましたように教育相談部、

そしてそれぞれ旧町ごとに３カ所に分かれている教育支援教室を１カ所にまとめて、総合的

に子どもたちの悩みや問題に対処するセンターを設立していくべきと考えます。そこで教育

支援センターのさらなる機能強化についてということで、今後どのような考え方で進めてい

くのか。教育長の考えと合わせて市長の所見を伺うものであります。 

○市   長  教育支援センターのさらなる機能強化について 

教育長の答弁が私の答弁でありますので、教育長にお答えをさせていただきますが、よろ

しくお願いいたします。 

○教 育 長  樋口議員の質問にお答えを申し上げます。 

教育支援センターのさらなる機能強化について 

社会的自立ができる人間に育てていきたい。全く同感であります。そのために私どもも心

豊かでたくましい子どもたちを育てようという看板を掲げて、日々活動しているところであ

ります。特にこの４月から設置をいたしました教育支援センターにつきましては、まことに

申し訳ないような環境の中で、本当に子どもたちの相談、指導にご尽力いただいております

皆さん方に心から感謝を申し上げますとともに、今後私ども教育委員会といたしましてもこ

の教育支援センターだけの取り組みではなくて、教育委員会全体をあげて、あるいは市から

全面的にバックアップをいただきながら、一層の機能の強化に努めてまいりたいとこのよう

に考えております。 

例えて申し上げますと、今現在も教育委員会では就学前の子どもたちの就学相談、指導と

いうふうなことも行っておりますが、この機能を一層強化いたしまして、保健士、保育士、

学校、それぞれがもっと緊密に連携できるよう、核となっていただく人材として特別支援教

育を担当する指導師事の配置を今進めていると、これは昨日も申し上げました。 

一方で今、議員からの質問の中でお話しいただきましたように、教育相談部も設置いたし

ましたが、非常にスペースも限られておりますし、十分な活動が行いにくいという状況であ

ります。一方、支援教室は３カ所で開催しておりまして、これは３カ所にあることのメリッ

トも当然あります。それぞれが通級しやすいという、距離が短いということでメリットも当
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然あるのでありますが、分散しておりますとなかなか情報の交換ですとか共有ですとか、そ

ういったことが行いにくいという欠点もまたございます。 

そういったことで、どうしたものかなと考えておりましたが、教育支援センターでご尽力

いただいております指導員、相談員の皆さん方から１カ所に集合することでより一層の機能

強化を図りたいというお話をいただきました。したがいましてそれが実現できるよう、今、

どこにそれを移したらそれが実現できるか。今、真剣に検討中であります。 

１カ所に集合するとなりますと、今ある三つの教室に通っていただいている皆さんが通い

やすい場所、そしてせっかく移るのであればそれなりに快適な環境が確保できる場所。そし

て当然のことでありますが、三つの教室が設置でき、あるいは相談室も複数確保できる。そ

ういったところが望ましいと思っておりますが、今申し上げたような条件に合致するという

ところはそうそう見つかりませんので、繰り返しになりますが真剣に検討しているところで

あります。 

いずれにいたしましても、議員からお話しいただきましたように、この子どもたち、それ

ぞれいろいろと事情を抱えているわけでありますから、一人一人のその抱えている事情に私

たちがどこまで寄り添っていけるか。この辺が大きな鍵になるだろうと、こんなふうに考え

ています。今後ともご支援をよろしくお願い申し上げます。 

○樋口和人君  教育支援センターのさらなる機能強化について 

それぞれ前向きな答弁と思っております。実は先ほどちょっとお話しましたが、不登校の

子どもたち５０数名いるという中で、支援教室に通ってきている子が１０名から１５名程度

というようなお話をさせていただきました。そうすると残りの子たちはどうしているかとい

うと、やはり家にいるわけであります。この家にいる子どもたちについても今、お話をしま

した教育相談部の皆さんがある意味手当てをしているということであります。 

そうしますと、先ほどの人数配分を言いましたけれども、しかも教育相談部につてはお二

人の方が午前、午後。実質１人１日という中で家庭にまで出向いて子どもたちの話を聞いた

り。あるいは学校に通えないお子さんというのは子どもだけではなくて、やはり親御さん、

保護者の方たちのサポートもしていかなければいけないというように、非常に多岐にわたっ

ている活動といいますか、表に出ない活動をなさっております。 

こういったこともやはり把握をしていただきたいと思いますし、もう少しいろいろとお話

を聞いてみますと、現在学校に行っているお子さんでも非常に危うい状態でいつ学校に行け

なくなるかわからない。誰がいつ行けなくなってもおかしくないという状態が今あるようで

あります。そんなところで、その教育相談、あるいは支援教室といったところにそれぞれ今

の職員の皆さん方のまた後ろに、この方たちをサポートしていらっしゃる皆さんが、ボラン

ティアとしてサポートしていらっしゃる皆さんが、それぞれ３０数名の方がついてしていた

だいているわけです。これだけ多くの方がいるわけですが、この方たちも本当に今言ったよ

うに、それぞれ集まる場所もないといったようなこと。これは把握していらっしゃるようで

すからあれですが、そういったところでぜひこの方たちが活動をしやすい場所を提供と。 
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そしてもうひとつ私が市長にも考え方と所見をと言ったところは、やはり皆さんに対して

も予算的な処置もしていかなければ。それぞれ職員の方々の給与を戻していくという話もご

ざいますけれども、それとは別にいろいろなところでボランティアということで活動してい

る皆さんがいらっしゃいます。そういった皆さんのところへは本当に謝金、あるいは、程度

のことで。かなり金銭的にも負担がかかった中で皆さん活動しているわけです。そういった

こともどう考えているか。そのこともちょっと聞きたかったわけで市長にも所見を、という

ことでお話をさせていただきました。 

そんなことで今、本当に学校の中も、もちろん先生方もこのことに対しては非常に大変で

あるし、そのことに大勢の方が、今言ったように臨時の職員の方もそうでしょうし、この方

たちも手が足りない。あるいはその方たちを支えているサポーターのグループの皆さん方に

ついては非常に今の経済状態の中、景気のあれの中を自分たちで自腹を切った中で活動して

いらっしゃる。こういったことも合わせた中で、もう１回どういう方向で今後こういった皆

さんの経済的な部分についてもサポートといいますか、支援をしていくのか、答弁をお願い

します。 

○市   長  教育支援センターのさらなる機能強化について 

教育長に答弁をという中では、教育長に全てこのことはお任せをしてあるということ。お

任せというか、任せてある。そこで今、改めてボランティアの皆さん方の待遇といいますか、

そういうことについての見解でありますが、ちょっと今私がその実態が極把握できておりま

せん。自腹を切ってまでそういうことをやっていらっしゃる皆さんがどのくらいいらっしゃ

るのか。そして、ではどういう報酬的なものをやればいいのか。 

ボランティアということから考えますと、あまり確か私たちがその活動に対してお金を、

という話を、支払いますよというそれはやはりある意味ではやっていらっしゃる方の趣旨に

反するという部分もないばかりではないわけですし、やってみたけれどとてもお金がかかっ

て自腹まで切らなければならないことで大変だというそういうことなのか。 

それはひとつ実態をよく教育委員会の方で調査をしていただいて、報酬等を支払うべきが

妥当であればこれは支払っていかなければなりません。大枠で例えばその予算だけつけろと

いわれても、ちょっと私が今それに対して明確な答弁はできません。けれども、要は実態を

教育委員会とよく相談して、しかるべき措置はやはり必要であればやらなくてはならないと

いう思いであります。職員給与とこのことは全く関係ございません。よろしくお願いいたし

ます。 

○教 育 長  再質問にお答え申し上げます。 

教育支援センターのさらなる機能強化について 

議員ご指摘のように、この教育相談。それから不登校の支援教室への通級者の三つの教室

をあわせますと、今現在１９名ということであります。それから教育相談に何ていいますか、

相談に来る、あるいは電話で相談する、そういった皆さんの実人員が今現在のところで６８

人ということでありまして、小学生も中学生もおりますし、高校生も相当数いることがわか
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りました。また、訪問の相談件数も今現在で１７４件でございますから、非常に多くの件数

をこなしていただいている。 

一面で申し上げますと、この皆さんがこうやって活動していただいているおかげで、最近

各地で言われておりますが、学校へ持ち込まれる苦情、あるいは学校で対処できなくなる前

の段階で処理していただいている、相談にのっていただいているということが大きいのだな

というふうにあらためて痛感しているところであります。 

また、不登校児５１人だかと思いましたが、そのうちの４６人がこの教育相談に何らかの

かたちでつながっておりましてこれも非常にありがたいことであります。ですから議員から

ご指摘がありますように、相談員の体制ですとかそういったことをこれからも、これからも

といいますか、一層強化していかなければならないなとこんなふうに思って拝聴いたしまし

た。 

それからボランティアの皆さんが一生懸命活動していただいていることも承知の上であり

ますが、まことに申し訳ないことにこれまで活動していただくために必要な、例えば材料で

すとか、事務費ですとかそういったこともほとんど手当てができていなかったのではないか

なと、こんなふうに今反省をしております。したがいまして、報償とか報酬ということにつ

いてはまた皆さんと話し合ったうえで考えたいと思いますが、せめて活動に必要な資材を買

うお金とか、事務費とか、そういったことについては何とか手当てをしていきたいと、こん

なふうに考えています。 

○樋口和人君  教育支援センターのさらなる機能強化について 

ということで、教育委員会の方ではボランティアの皆さんの実情も把握していただいてい

たようです。実は私もこの質問をするについて、こういった教育相談、あるいは教育支援セ

ンターといいますか支援教室ですね、こういったことをサポートしていらっしゃる団体。サ

ポートしているようなところ、先進のところというようなことで結構調べてみたのですが、

これがなかなかないのです。ということは、この地区が、ここが、我が市が先進地だという

ことだと思っています。 

そんなことも踏まえた中でこれから予算編成に入っていくわけですけれども、今、教育長

の方ではきちんとそういった実情をとらえていたということもありますので、そういうこと

を加味した中で今後ますます子どもたちの育っていく環境が非常に厳しい中でありますけれ

ども、少しでもこの南魚沼市の子どもたちが健やかに育っていける環境をまた整備していた

だくために。また、それを支援していくという気持ちのある方々を育てていく。これも大切

なことだと思っています。今言ったように包括的にこれらを活動できる場所もそうですし、

そういった環境をぜひ整えていただくことを切に希望するものであります。そのことについ

て前向きに取り組んでいただきたいと思っております。 

○議   長  樋口和人君の質問は終わりました。ここで暫時休憩といたします。再開は

１１時５分といたします。 

（午前１０時４６分） 
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○議   長  ちょっと予定時刻を過ぎてしまいましたけれども、休憩前に引き続きまし

て会議を開きます。 

（午前１１時０９分） 

○議   長  質問順位１９番、議席番号５番・山田勝君。 

○山田 勝君  それでは質問を許されましたので、一般質問を行いたいと思います。大き

な２点ほどです。 

１ 平成２１年度予算編成の基本方針は 

 まず平成２１年度予算編成の基本方針はということであります。経済情勢につきましては、

今まで先の質問の方で十分されておりましたが、せっかく傍聴の方もいらっしゃいますので、

私は調べた範囲で述べたいと思います。日銀の短観からでありますが。昨日の新聞に発表さ

れておりましたその日銀の短観によりますと、非常に考えられないような数字分析が行われ

ておりました。受注の急減と銀行の貸し渋りにより大量倒産の到来を予感させると。日銀視

点の景況感によりますと現在マイナス２５。３月におきます見通しではマイナス５０と。さ

らに全国の自動車の業況判断指数はマイナス８４になるだろう。これによりまして派遣、そ

れから期間工の削減がさらに加速され、非常に厳しい状況が発生するだろうと。 

私もこんな数字を並べることでかえって社会全体のイメージが暗くなるような、そんなこ

とになりはしないかと危惧をしますが、この予測された現実を受け止めましてしっかりとし

た対応をしていかなければならない。そういう思いで数字を発言させていただきました。 

実際、市内のホンダ系列の部品製造会社を訪ねて「状況はどうなのだい」とそういうふう

に話を伺いますと、現状は３０パーセントだが年明けと同時に４０パーセントのカット。職

員といいますか、社員の方についてはとりあえず週２日休んでもらったり、そういうことで

何とかやめずに現在はいますが、年明けとともに人員削減も検討しなくてはいけないだろう

というような話を伺いました。 

市税の方の収納について税務課長さんより資料をいただきまして、現在どのようになって

いるか。９月あたりからそういった傾向が見られるようになったようでありますが、ちょっ

と調べてみますと、一般会計につきまして１１月末現在、昨年の収納率が６２.６、本年の収

納率６１.８。この差を本年の調定額と掛け合わせますと約７,４００万円収入減。国保税に

ついても同じように収納率について探っていきますと６,６００万円ほどの減。国保税につい

ては収納率が３.１パーセント１１月末現在で下がっております。 

年度によって単純ではないとは思いますが、大雑把なところでありましても合計しますと

１億２～３,０００万円、１１月末でそういった収入不足が起きているところであります。特

に国保税の収納率の低下が気になるところではあります。 

この経済情勢は中小零細企業にとってはやはり来年の３月がひとつの大きな山場と言われ

ております。そしてさらに回復には３年を要するというような情報を見ております。こうい

った世界規模の経済状況におきましては、地域や職種を問わず日本全域に影響するもの、し

ていくものと考えられます。 
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そこで来年度、新年度の予算編成についてであります。１０月１４日付で市長から各課に

予算編成方針ということで出されておりますが、それから２カ月が経たないうちに今述べた

ような状況になっているわけであります。平成２１年度は多くの事業が控えています。「天地

人」に関しましては、おおよその準備ができたものと考えても、国体、小学校建設、斎場建

設などがあります。 

市長の今定例会の質問の中で、来年度は約２８０億円程度の新年度予算になるだろうと話

されておりましたが、あらためてここで伺いたいと思います。まず歳入面につきまして、国

の地方財政計画では本年の８３兆４,０００億円から数千億円の減額の見通しとあります。地

方交付税そのものについては、本年度を上回る１５兆円の後半としています。地方交付税そ

のものはまず本年並みの維持ができるとして、そうなりますと今心配されたような自主財源

の確保をどのように想定していくのかということであります。 

市税収入の減額と滞納の増加、こういったものが予想されます。まだ来年度予算編成、そ

れから議会決定までには時間があるわけでありますが、不確定の要素が多い状況ではありま

すが、１０月に出されました予算編成方針以外の面で、何か歳入につきましてお考えありま

したら基本的な方向のみをお示しください。 

 次に歳出面でありますが、昨日、一昨日と市内の企業支援について市長のこれからの方針

が発表されたわけでありますが、来年度予算上、約６,０００万円から７,０００万円を計画

されているということで、市長の意の通った素晴らしい事業だなと本当に感心しております。 

そこで歳出面におきます新規事業につきまして、先の予算編成方針の中では新規事業は認

めないと。総合計画。実施計画掲載事業以外は基本的には認めないと。しかし、先ほどから

述べましています経済情勢の中で、守りではなく積極行政を常に述べられている市長であり

ますので、財調を多少切り崩してでも一歩でも早く、総合計画・実施計画の前倒しや経費削

減の対象となっております維持、補修費面での事業実施を行う気持ちはないのか。そういっ

た方向性を伺いたいと思います。 

それから方針の中の市民の暮らしの安心のための生活対策、こういった面があげられてお

りますが、予想される経済状況の範囲でどのように考えられていますか。伺いたいと思いま

す。 

 次に財政健全化の見直しについてという面でありますが、先ほど１番議員の今井さんの答

えに、そのときどきに的確に財政を判断すると、そう答弁されておりました。平成１７年１

２月に策定されその後見直しを行いましたが、平成２１年の予算組みとも連動します。こう

いった社会情勢に向けて、場合によっては財政出動をかけて市民を守ることもあり得るので

しょうか。市財政健全化計画、それと繰上償還にかかわる財政健全化計画、これは絶対変更

できないのでしょうか。積極市政としての延長、そういったことはできないものでありまし

ょうか。 

また、市長の考えとしまして、まず財政健全化計画を絶対的に、計画的に実施するという

信念のもとにこれからの予算執行を行っていくのでしょうか。市民に対するメッセージを込
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めまして、お答えいただきたいと思います。 

２ 子供俳句、短歌の大会を 

 続きまして２問目に入らせていただきます。子供俳句、短歌の大会をということでありま

す。多く重い一般質問がなされている中でありまして、少し明るいといいますか、楽しいと

いいますか、そういう話題もいいのではないかと思いまして選んでみました。 

しかし、実は中身は非常にこれは濃いものだと思います。国語という教育、この一貫とし

て非常に有意義なものであると考えておりますので、前々から暖めてはいたものであります。

「天地人」の放映が待ち遠しい今日この頃でありますが、直江兼続公が文学を愛したこと、

そして漢詩、禅林文庫の創設準備とその心の底にある義と愛の精神。そして現在行われてお

ります国際理解教育、海外派遣事業、そういった視野を広げる点の行政執行は非常にいいも

のであると思います。 

ただ、全般的に見て、子どもたち全体を観察させていただきますと・・・失礼しました。

観察という言葉を訂正させていただきます。見させていただきますと、遊びの方法が携帯の

ゲームやアイポットと言われるような携帯の音楽、そうやって個の遊び。核家族化でお年寄

りのいない家庭。さらにご両親は必要に迫られて働いていると。農家であっても、農家のあ

るお父さんに聞きますと子どもはトラクターの邪魔で危ないから、子どもは農作業をさせな

いといったことで農業からの隔離。そういったことで自然との触れ合い、情操の醸成不足、

そういったものが十分皆さん感じられることと思います。 

この地、南魚沼市は、自然が豊か、そして四季折々に山、川そういった非常に美しくきれ

いないい地域であります。俳句を通して子どもを育てたい。俳句を楽しみながらそこに感情、

感性を豊かに、そして読む。そして人のものを読むときは相手の気持ちを考える。そこに思

いやりができます。語彙力、日本の伝統とともにこういったものが子どもたちに受け継がれ

れば、きっと文化のあるいいまちづくりができると思います。 

経費をかけずに、非常に大きな効果のある施策だと思います。表彰状とトロフィーがあれ

ば大体間に合うかなというような気はしているのですが。そういった観点から質問をします

が、検討の余地があるかどうかお考えを伺いたいと思います。以上２点、壇上からの一般質

問を終わります。 

○市   長  山田議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 平成２１年度予算編成の基本方針は 

今の景気状況、これは昨日からも申し上げているとおり非常に深刻でありまして、予測が

今のところまだつかないというのが偽らざるところであります。そこで、歳入面で新たな展

望といいますかそういうのがあるか。実は市内出身の方で、ふるさと納税を利用した中で相

当額の寄付を今お申し出いただいております。今年度、あるいは来年度ということでありま

すけれども、まだ決定をしたというところではございませんが相当額ということでありまし

て、今調整をさせていただいているところであります。市の財政面に大きく寄与するという

ことでありますので、そういう明るい面もないばかりではありませんけれども、非常にやは
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り厳しいことは十分承知をしております。 

その中で、まず来年の方針でありますけれども、ひとつには「天地人」これに絡みます天

地人博の成功に向けて。そしてトキめき新潟国体の開催はもうやることはやりますので、こ

の成功に向けて。そして教育環境の充実。コミュニティ活動の推進。合わせて財政の健全化。

これを目標にして、１０月半ばに大枠の編成作業を開始したところであります。 

このときにも非常に不況感といいますか、今ほどの状況ではなかったのですけれども、や

はり厳しいぞということは承知をしておりましたので、２１年度予算は景気対策も含めて、

投資的事業を８０億円前後に――これは水道・下水道も含めますけれども、用意をしなけれ

ばなかなか大変だろうということは財政担当には申し上げておりますし、その方向に沿って

今、調整はしてもらっております。 

この景気の影響というのは、先ほど触れましたようにもう連鎖的に。そして今、議員おっ

しゃったように、毎日毎日もうマスコミ等で報道されておりますので、気持ちがまず落ち込

むというここが非常にやはり大きい。仕事がなくなっていることも事実でありますけれども、

気持ちの面でもう沈んでしまう。ここが非常に大きいわけであります。 

したがいまして、仕事そのものもやはり減っているわけでありますから、今、議員、税務

課の方の調査もしていただいたようでありますけれども、相当額の減収、税収については減

額が予想されるところであります。 

新たに創設が予定されております１兆円の地域活力基盤創造交付金、あるいは地方交付税。

国の方では一応大枠の中では示しておりますので、これらへの期待もあるわけでありますけ

れども。地方財政計画も一応発表されました。やや減ということろであったか。（「いや、ま

だ」の声あり）この間出したでしょう、地方財政計画。予測か何か出たですね・・・まあま

あそれはそれとして。そう大幅な減ではない。しかし、大幅な増でもないというところだと

思っておりますが。この財政計画、地方財政計画を基本にしながらこれから詰めの編成作業

をやっていこうと思っております。 

そこで、こういう時期でありますから、先般も触れましたが、アメリカの次期大統領のオ

バマ氏は、こういう民間に仕事がないときにこそ、やはり公共が投資をすべきだと。いわゆ

るニューディール政策のオバマ版。そういうことも打ち出しておりますし、私もたびたび申

し上げておりますように、明日伸びんがために今縮む、ということもありますけれども、こ

ういう状況の中で緊縮財政をとることは、やはり病人の枕元でお経をあげると同じことだと

いうことだということは感じております。 

そこで、一般的に総合計画に基づいて仕事は進めていくわけでありますので、原則として

やはり総合計画上に載っている部分からきちんとやっていくということで、新規は特別災害

が発生したとかそういうことがなければ認めないという方向は、ある意味ではやはり堅持し

ていかなければならないと思っております。 

前倒し、維持管理費、市民生活を守る。この前倒し部分については、今まだそこまで考え

ているところではありませんけれども、維持修繕費だとか、市民生活を守っていくための予
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算的な増というのはこれはある程度考えなければならないという思いでありますが、額的に

どうだ、こうだということまではまだちょっと申し上げられません。 

しかし、この財政出動をやるか否か。これはやはり時と場合によってはやらざるを得ない

部分がありますので、先ほど申し上げたとおりであります。緊縮だけを唱えて、財政の健全

化だけを唱えて、元が沈んでしまっては何もならないわけでありますので、そういうことも

視野の中に入れながらやっていかなければならない。 

財政健全化の変更、健全化計画の変更。でき得れば変更せずにこのとおりやっていきたい

というのが思いであります。けれども、これも今触れましたように、例えばこういうことを

やったから２～３年が若干指標等が達成できない部分があっても、最終的には達成ができる

とうい見通しが立ったりそういうことがあれば、これはこの計画が１００パーセント絶対的

だとは申し上げておりません。この計画に沿っていけば、２７年には実質公債費比率が――

２８年ですか１８パーセントを切るということでありますから。 

例えば、どうしようもない状況が出て、そこに１年、あるいは延長とか、後年度にその事

業費を一気に削減するとかそういうことはあり得るわけですので、あくまでも最終年にその

目標を達成ができると。これはやはりきちんとやっていかなければならないと思います。 

ただ、国もあげて今、この景気対策ということに必死になっておりますので、地方財政も

同じであります。国だけが財政規律を大幅に崩して、地方はそれをきちんと守っていって、

地方は疲弊していけということにはならないと思いますので、その辺の状況もまたよく考え

ながらやっていこうと思っておりますが。 

いずれにいたしましても、市民の皆さん方からこういう不況の中でもとにかく何とか仕事

があるとか、職がある、あるいは若干の希望が持てる。こういうことをきちんと明確に打ち

出さなければ、私たち行政をあずかるものにとっての責任は果たせないと思っております。

ただ、我慢すべきときは我慢していただくということも当然であります。そういうことをメ

リハリをつけながらやっていこうと思っておりますので、財政規律を崩すとは申し上げませ

んけれども、フレキシブルに自由度を保ちながら市民の皆さん方との・・・何ていいますか、

沈んだ気持ちにならない、そういうことは当然必要だという思いであります。 

具体的にはこれからまた税収の見通し、あるいは交付税、先ほど申し上げました交付金の

状況。そして市の今の事業の状況、これらもつぶさに観察しながら進めていこうと思ってお

ります。 

２ 子供俳句、短歌の大会を 

 子どもの俳句、短歌の大会につきましては教育長より答弁させますので、よろしくお願い

申し上げます。 

○教 育 長  ２ 子供俳句、短歌の大会を 

２点目にありました俳句、短歌の大会を、という質問に対して答弁申し上げたいと思いま

す。議員からもいろいろお話しいただきまして、その部分については全く同感であります。

私どもが例えば中学生のアメリカ研修、あるいは小学校での国際科というふうな授業を取り
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入れましたのも、今までややもすると欠けていたと思われるのでありますが、地域や日本の

伝統、こういったことをきちんと理解する。あるいは他の人に発信できる。そういう機会を

つくりたいというのも一つの大きなねらいであります。 

議員からもお話しが出ましたお二人の英雄を生んだこの地域の自然。これは今は放ってお

きますと、なかなか大人も子どももこれを真剣に見つめようという努力をしないと、こんな

ふうに思います。そういう意味では短歌ですとか、俳句ですとかこれに親しむということは、

非常に大切であると思いますし、短い言葉で自分の思い、感動を他者に伝えようとするその、

何ていいますか苦しみの中でやはり感性が磨かれる。語彙が豊かになる。そういったことだ

ろうと思っておりますので、各学校でもこの俳句、短歌とういことへの取り組みを進めてま

いりたいと思いますし、改正されました教育基本法の下で新たに発表されました学習指導要

領でもこういった取り組みが強化されることになっております。また、前倒し実施というこ

とについても考えていきたいと思います。 

一方、社会教育の分野におきまして、南魚沼市が発足したときから子供俳句大会をやって

おります。これは議員ご承知と思いますが、各学校を通じて社会教育課が集めまして、そし

て８人の選者に選考していただいて小さな冊子にしてお返ししているというものであります。

１９年度の実績といたしましては、小学生が１,７７３人、俳句の数にしまして３,２１２句。

中学生５６７人、俳句の数にしまして９６４。合計２,３４０人で４,１７６句が集まりまし

た。ほぼ全校、全ての学校から寄せられたという情況でございます。 

現在も、今年度も第４回ということで同様の取り組みをしておりまして、今とりまとめて

いる最中であります。今後ともこの事業は継続していきたいと思っております。 

なお、地域によりましては、地域の俳句の愛好家の皆さんの句会といいますかに合わせて

小学生や中学生の俳句も参加をさせていただいておったり、あるいは俳句クラブで地域の方

が指導をしていただくと。こういうふうなことも行っておりますので、大変ありがたいこと

だなとこんなふうに思っております。 

なお、ご質問にありました表彰状につきましては、この社会教育課で行っております子ど

も俳句大会の中でも学年ごとに３位まで表彰状を交付しております。ただ、一層の取り組み

を促進するという意味あいで、学校単位でそうふうなことについてもこれは今後検討をさせ

ていただきたいと思います。最初に申し上げましたが、俳句は、短歌もそうでありますが、

まさに日本の伝統・文化そのものであります。こういう一番短い詩だと思いますがこういっ

たものに子どもの頃から親しむということは、将来にわたって生き甲斐とか、趣味というふ

うなものを持つ大きなきっかけになるのかなと思いますので、育てていきたいなと考えてお

ります。 

○山田 勝君  それでは２回目の質問をさせていただきたいと思います。 

１ 平成２１年度予算編成の基本方針は 

今ほど財政関係も答弁いただきました。その点につきましてそういった企業に対する補助

事業、それから学生への臨時雇用という話も伺いました。そういった面をもう少し市民なり、
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市民の方以外のメディアを使っても、そういう面を活用して安心感を与えるという必要もあ

るのではないかと思います。 

例えば昨日の夜もちょっと町は忘れましたが、ニュースでやはり臨時雇用というのが報道

されておりました。そういったいい、頑張っているのだよというというものをもう少し世間

に出すことで、そういったことが企業誘致にもつながり、定住人口の誘致にもつながり、観

光のピーアールにもつながっていくものだと思います。そういった点をもう少し外に向かっ

て発信すべきかなと、そういったことを感じました。その辺をどうやっていくか伺いたいと

思います。 

 もう１点、やはり心配されるのは来年、企業全体それから雇用関係が不安定ですと、さ来

年に向けての税収が愕然と落ちていくような、その行政の連続性という観点で市長はどう考

えられているか。その点も伺いたいと思います。 

２ 子供俳句、短歌の大会を 

 それから俳句の件であります。ありがとうございました。そういうことでぜひ、全児童が

できる、相手を思いやれるそういう心を持てる気持ちが出てきます。自然を感じることもで

きます。そういったことで極力広げていただけるようにしていただければと思います。 

それで今朝の新聞ですね、皆さん読まれたと思いますが、ノーベル賞を日本人４人受賞で

「科学を支えた日本語」ということで、非常に日本語が科学の研究に優位性があるというよ

うなことを書いておりました。現在のちょっと略語なり、それから片仮名語、それから漢字

の語彙力の不足、そういった面を考えますと、これは大きな、子どもたちにとって情緒ばか

りではなく、国語力、それから科学へもつながると。非常にいいことでありますので、ぜひ

広げていただければと思います。 

○市   長  １ 平成２１年度予算編成の基本方針は 

再質問にご答弁申し上げますが、この施策のピーアールについてであります。しかし、私

が発想して事務方と調整を終えてその場ですぐということが、なかなか予算絡みが全て出る

ものですからでき得ない。１９日の補正予算を皆さん方から議決いただいて、そこで発表と

いうかたちをとりたいと思っております。そういう意味では若干の発信がまだ遅れていると

いうことでしょうか。ただ、金融機関等にはもう話はしてあるのか。（「詰めだけはやってあ

りますが、細かいことは１９日の協議になります」の声あり）そんなことで、もう少し待っ

ていただきたいと思いますけれども、皆さん方からもその日、反対の方は別ですが、賛成だ

と思われる方は、おい、こういうことをするらしいというようにひとつ、いろいろ市内に発

信をできればと思っています。マスコミ報道については１９日になろうかと思います。 

なお、臨時雇用的な面につきまして今現在も臨時を抱えておりますので、それ以上不必要

といいますか、そういう部分ということを今考えているのではなくて、やはり若い皆さん方、

特に高校生ということを申し上げました。その皆さん方が職が見つからない。就職活動をや

る。しかし、まあまあ前途が非常に暗い。そういう中で例えば半年とか、１年雇用とういの

はちょっと難しくなりますけれども、そういう中で臨時として市役所の職員に採用しながら、
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その中でまた市も一緒になって就職活動を支えていこうという思いであります。これも必ず

実現はしたいと思っております。 

また、ある意味で雇用打ち切りという皆さん方もいらっしゃるわけです。そういう皆さん

方からも何とかやはり職を、臨時的にでもまず職を得るということが一番今、肝要だと思っ

ておりますのでどういうことができるのか。爆発的に仕事が増えていればその分で一時とい

うこともありましょうけれども、なかなかそういう状況ではありませんので、その辺は調整

をしながら早いうちにきちんとした対応をしたいと思っております。 

考えていたことは考えていたのですけれども、臼杵市の方が早く発表したと。そこは私た

ちの市と違う産業構造でありまして、もう派遣切り、パート切りがものすごい数になってい

るというようなことでありますのでそうだったと思いますけれども。そんなことを勘案しな

がら、なるべく市民の皆さん方から少しでも希望を持っていただくように努めてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

失礼、もう一つ。この連続性という意味であります。今の不況がどのくらいどう続くのか

ということが本当にまだ読めませんけれども、一般的には最低３年は続くぞというふうに言

われております。一般的には、この不況は。ですので、そういう状況も見据えながら、先ほ

ど触れましたように財政出動が必要か否か。これも含めて財調基金の取り崩しをしてでもや

らなければならないときにやらなければならないのかと。こういうことでありますが、連続

性はやはり持たせないと、単年度でぽんぽんと終わるというのは、まあ非常に効果が限定さ

れるということがございます。先ほど触れました企業への信用保証――企業といいますか信

用保証金の免除。これもですので、今年度、そして来年の３月ごろまた非常にピークが来る

ということです。来年度の予算の中でもまたそれに対応できるようにという、そういう連続

性は極力持たせていきたいと思っております。 

○教 育 長  ２ 子供俳句、短歌の大会を 

ご提言いただきました方向で精いっぱい取り組ませていただきます。 

○議   長  山田勝君の質問は終わりました。 

○議   長  まだ昼食には早いのですけれども、市長の日程の都合でここで休憩をさせ

ていただきます。傍聴の方には本当に大勢来てもらっておりますが、そういう都合で昼食の

ため休憩とさせていただきます。再開は１時５分といたします。 

（午前１１時４６分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時０５分） 

○議   長  質問順位２０番、議席番号２２番・笠原喜一郎君。 

○笠原喜一郎君  通告にしたがいまして２点ほど質問をさせていただきます。大変傍聴ご

苦労さまでございます。 

１ 市長選挙をどう総括し、今後の市政に取り組んでいくのか 

 まず１点目は、それこそ１１月１６日に投票が行われました市長選挙から早いもので１カ
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月を経過いたしました。この市長選挙を市長としてどう総括をし、そしてこれからの４年間

に取り組もうとしているのか。その１点をまず最初にお伺いいたします。 

２ 職員の給与カット、市長報酬カットの今後の方向は 

 ２点目は、多くの方が取り上げてきましたけれども。職員の給与の５パーセントカットを

今年度で終了するということを市長は述べられておりました。私はこの中で聞きたいことは、

この５パーセントカットが職員組合の方々から強く申し出があって、そしてこういう結果に

なったのか。そのことを今までの方々の中でははっきりしていませんので、お聞きしたいと

思っております。 

 それからもう１点は、特別職の市長以下。市長が多分１５パーセントのカットをしてきた

と思いますし、それから副市長あるいは教育長は１０パーセント、それから議員は５パーセ

ントのカットをしてきたわけでありますけれども、これをどう考えているのか。今後どうい

うふうにしていこうとしているのか。この点をお聞きいたします。以上２点を壇上からの質

問とし、答弁を聞いた後、再質問をさせていただきます。 

○市   長  笠原議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 市長選挙をどう総括し、今後の市政に取り組んでいくのか 

 １点目の市長選挙の総括ということであります。これは初日に若井議員に申し上げたこと

が概要であります。ここでまた再び申し上げていいかどうかは別にいたしまして、投票率あ

るいは投票結果についてだけ申し上げますけれども。投票率そのものはやはり低いと言わざ

るを得ない６３.２３。この地域でそして首長選挙、それも１対１という選挙の中で６３とい

うのはやはり低かったのだろうと、こう思っております。低かった原因は若井議員に申し上

げたとおりであります。 

投票結果につきましては、１万８,３５０票という票をいただきました。批判票として１万

２,７３４。こういう票でありますので大まかに分ければ６：４。６：４の中身につきまして

も私なりの調査の結果といいますか、感想を申し上げているところでありますので。結果は

いわゆる４割の批判票ということでありますから、その批判の内容を十分吟味しながら市民

の皆さん方にきちんとご理解いただけるように、当然受け止めるべきは真摯に受け止めてや

っていかなければならない。選挙というかたちで４年間の任期を託されましたので、今後は

また今まで以上に自信を持って、力強くやっていかなければならない。そういう思いであり

ます。 

２ 職員の給与カット、市長報酬カットの今後の方向は 

 給与カットにつきまして、端的に組合からの申し入れかという、そうではありません。私

の方で主導させていただきました。組合と十分な交渉もしないうちから私が申し上げていた

ことでありますので、組合からも若干批判等をいただきましたけれども、ここは市の財政健

全化のため、とにかく３年。まずは３年。そして状況が見えればいったんそれで打ち切るけ

れども、状況によっては５年ということもあり得る。そういうことの中で今まで職員組合か

ら承知をしていただいて、職員にカットをしてきたわけであります。今、毎々申し上げてお
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りますけれども、状況が、財政の状況もきちんと見えたということの中で、いったんはここ

で１回返すべきだとそういう判断であります。 

特別職につきましても、職員の報酬をカットしながら特別職がそのままでいいということ

はあり得ませんので、私は職員の３倍、他の特別職は２倍と、そういう思いで私を除く他の

特別職には協力を申し入れたところでありますし、私は自ら判断させていただきました。 

これを今後復元するかどうかというこういうことでありますが、経済情勢が非常に厳しい

中でこれはまだ判断をしかねているところであります。私は、まだ判断をしかねております

が。経済状況的な先が見えた中で、報酬審議会から決めていただいたいわゆる給与といいま

すか、そういうものをむやみやたらにカットをしたり、ということにはやはり慎重に対応す

べきだと。そうだとすれば報酬審議会の意味は全くなくなりますので、そういうことも考慮

しながらこれから熟慮してまいりたい。 

 今、副市長あるいは教育長、水道事業管理者について１０パーセントカットは解除をする

つもりであります。以上であります。 

○笠原喜一郎君  再質問をさせていただきます。 

１ 市長選挙をどう総括し、今後の市政に取り組んでいくのか 

初日の若井議員の質問の中で、本当に激しい答弁があったわけでありますけれども。今、

非常に冷静に振り返っていたと思います。ただ、私は選挙期間中、あるいは１カ月経った中

で、やはり少し残念な部分が、この部分に触れていただければなという部分がありました。

それは対抗馬として出られた小山院長に対する、４年半城内病院の院長として地域医療に尽

力をされたそのことに対して、私は、本当に心から敬意を表していると、ねぎらいの言葉を

やはり添えていただきたかったというふうに思っています。 

確かに市長として選挙を戦った相手に対する部分は、非常に複雑なものがあるかもしれま

せんけれども、やはりこの地域医療を担ってきて、そして城内病院をあそこまで立ち上げて

き、「小山先生、小山先生」というあの信頼を勝ち得た人に対して。奥さんをあるいは家族を

置いてこの地に赴任をして地域医療に取り組んだ方に対しては、私はやはりそのくらいのね

ぎらいの言葉を言っていただけるぐらいの配慮がほしかったなというふうに思っております

が、その部分について市長にお聞きをいたします。 

 それから選挙の結果を少し考えさせていただきたいと思いますけれども。この前も話をさ

れたように、小山さんは城内病院の院長でありました。立候補説明会に来られたときに出る

ことが悪いということではないけれども、とにかく少し１カ月ぐらい前には言ってほしかっ

たという市長の話を受けて。本人は――それは本当にそうだと思います――本人は告示日直

前まで、立候補の届をして初めて失職をしたというそういう状況でありますので。しかし、

わずか１週間で、たぶん市長もあるいは後援をされている方々も、まさかこんなに多くの批

判票が出るのではないと。なぜ出たのだというふうな、私はやはりそこをもう少し掘り下げ

ていかないと。 

ただ、この前話をしたみたいに１万２,０００のうちの６,０００は、これはもう誰が出よう
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が井口では嫌だと。私では嫌だというそういう方が６,０００いると。あと３,５００の方はこ

の閉塞感の中で現職に対する批判票だろうと。そしてあとの３,０００は政策に対する票だと

いう言い方をされたわけですけれども。これを見る中で、なぜ私ではだめなのだという部分

をやはりもっと謙虚に、あるいは本当に真剣に考えていかないと、私はこれからの４年間と

いうのが。自分では一生懸命やっているのだと、何でわかってくれないのだと、なぜこれだ

けの批判票が出るのだ、というそのことは、やはりこの部分をきちんと考える意味が私はあ

るかなというふうに思っています。 

本当に１週間前の――わずか 1 週間でありました。小山信二という名前は城内病院にかか

っている人はわかっているかもわかりませんけれども、ほぼ無名の新人だというふうに思っ

ております。しかも、その候補を応援した人数は１０人にも満たないぐらいの中で、これだ

けの票が出たということは本当にどういう理由があるのか。私にとって何が市民は不満なの

か。何が批判をされているのかというその部分を、本当に真摯に振り返っていただきたいな

というふうに思っています。 

私は市長と同じ城内地区の出身であります。本来ならば城内地区で私に対する風当たりが

強いかというふうに思っているわけですけれども、全くそうではないのですね、そうではな

いのです。本当に私は・・・（「お互い思いが違うのだから」の声あり）いやいや、ですから

その部分をぜひ、なぜなのだという部分をしていただきたいと思います。 

もう一つですね、市長が六日町町長の時代に初当選をして初登庁したときのそのシーンと

いうのは、今の市長も本当に感激を持って登庁したと思うのです。本当に多くの方々の支持

者が迎えてそして登庁と。初新市長に当選をしたときも、やはり多くの方々が迎えて、そし

てこの議場の議会は連日満員ぐらいに傍聴された方がいたわけであります。 

しかし、今日は多くの方が見えられていますけれども、普段はやはりそれほどでなくなっ

てしまった。そのことはどういう理由なのか。その辺もやはり私はぜひ考えていただきたい

なというふうに思っております。 

そういう意味で院長に対するねぎらいの言葉、あるいは批判票について、もう少し深く考

えをお聞きしたいと思っております。 

２ 職員の給与カット、市長報酬カットの今後の方向は 

 それから給与カット、特別職の報酬カットについてでありますが、私は先ほどの市長の答

弁の中でこのことは職員組合からの申し入れで決めたことでなくて、私の判断で決めたとい

う答弁をされました。私は本当にこのことは嬉しかったですね、嬉しかった。もし、これを

今の現況、社会の今の不況感、あるいはサブプライムから始まってリーマンからの倒産、金

融不安、そして１００年に１度の経済不況、あるいは景況感の本当にオイルショック以来の

そういう部分の中で、職員がもし、こういう状況を見ながら５パーセント上げてくれと、戻

してくれという気持ちでいたならば、私はやはりおかしいと思っている。だけれどもこの５

パーセント復元が職員組合からの申し入れでなく市長の判断だということについて、私はそ

のことでほっとしている部分がある。 
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そこで、私は９月議会にもこの部分少し取り上げさせていただきました。確かに職員は公

務員ということで労働基本権の制約があります。団結権、あるいは交渉権、争議権。これら

が制限をされることによって人事院勧告を尊重して給与を保証するというその部分でありま

す。しかし、この前も言いましたけれども、人事院勧告の本旨は官民給与の均衡なのです。

この前の答弁の中で、４０歳で６００万円の平均給与が支払われていると。そのことを市長

は民間に比べて高くないという言い方をしました。しかし、私はそうではないだろうという

ふうに思ってます。そのことをやはりきちんと理解をしていただきたいと私は思っています。 

そして先ほどの今井議員だったでしょうか、「気概」という話をしました。確かに皆さん方

の職員はこれからの南魚沼市をつくっていくのです。皆さんの頑張りによってこれからの市

がどうなるか。それは皆さん方の双肩にかかっているわけです。その気概だけは持っていっ

てもらいたい。市長の答弁のとおりであります。 

しかし、私はもう一つ職員に持っていただきたいことがあるのです。それは他を思いやる

気持ちです。今の経済状況が本当にどうなのか。今、テレビやあるいは新聞やマスコミの中

で派遣切りだ、内定取り消しだ。あるいは路上生活だ、二極化だ、格差社会だ。そういう部

分の話が本当にちまたであふれているときに、この庁舎という大きなバリアの中に入って守

られている皆さん方が、そういう人たちの気持ちを少しはわかっていただきたいと。それが

なければどんないい政策も、私は血の通った政策にはならないというふうに思っている。 

そういう意味で私はぜひ、これから市長にお願いをしたいことは、職員組合と話をしてい

ただきたい。職員組合と話をして職員組合から逆に、こういう時勢であるから私たちが自主

的に、この５パーセントの給与についてはしないでいただきたい、というような働きかけが

あってもいいのではないかなと思っているのです。その給与の中で生み出された給与は、職

員給与分で１億５,０００万円ですね。特別職で３,５００万円ぐらいのそのお金を、今の経済

状況の中でさっき市長も言った大分県の臼杵市のように、ワークシェアリングというような

形で臨時職員を雇用するとか。あるいはプレミアム付の地域商品券を発行して地域の経済を

潤すとか。あるいは「天地人」関係が来年スタートするわけで、その中でもっとやれること

はないか、そういう部分。また新しい若い人たちの教育の部分にそのお金を使う。そういう

ふうな私は発想を、ぜひ職員組合の方々からやっていただきたい。 

ぜひ、逆にいつも賃上げを、賃上げを、というそのことだけでなくて、こういうご時勢の

中で仕事も給与も、そして社会保障も本当に恵まれている中で、やはり他を思いやる気持ち

を持って、組合の方から逆に市長へ提言をするぐらいの気概と、そして他を思いやる職員で

あっていただきたいなというふうに思っているところであります。そういう意味で市長の答

弁を求めます。 

○市   長  再質問にお答えいたします。 

１ 市長選挙をどう総括し、今後の市政に取り組んでいくのか 

９日の日の若井議員の質問に対する答弁。言葉は熾烈でありました。あえてそう申し上げ

ます。しかし、気持ちは非常に冷静であったつもりであります。激昂してということは自分
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としてはなかったと思っております。言葉は非常にきつく申し上げました。 

これはそれといたしまして、小山氏への感謝の言葉。私はこれは小山先生が出馬を決断し

たその日から、本当に医者としては地域医療のためによく尽くしていただいたと。しかし、

それがなぜ医療を求める人たちを捨てて、市長選に出るのかというその真意が全くわからな

いということを申し上げてきました。選挙が終わってもう３日目か４日目でお出でになって

いません。私が公に向かって小山先生に感謝を申し上げたということは確かにないかもわか

りませんけれども、そういう機会すらなかったというふうに思っております。しからば私が

――それは勝った者がつべこべ言うなという話も昨日ございましたので、それほど申し上げ

るつもりではありませんけれども。 

本来市の職員が立候補をするときに、当然使用者であります首長の所に来て、きちんと話

をするのが本来の筋であります。ここにいらっしゃる佐藤 剛議員は市議会選挙に出馬する

際に職員でしたね。ちゃんとごあいさつに来ていただいてそして励まし合いながら、という

ことであります。やはり本来の筋を全うしない。そして例えばではそれを私が感謝の言葉を

申し上げないからそれが落ち度だと、それは受け取り方でありますので私はとやかくは申し

上げませんけれども、選挙も同じです。お互いルールがあって、ルールの中できちんとやる

のです。それを、ルールを逸脱するような。 

雇用関係だって同じです。ルールがあってお互い雇って雇われて。一方的に正社員という

皆さんを、明日から来てもらわないでいいということは、なかなかできないわけです。会社

でも倒産しない限りは、民間では。私たち公務員も同じです。昨日も申し上げましたように

解雇の場合は最低３カ月ぐらい前にはきちんと通知をしなければならない。しかも理由を添

えてですよ。辞めていただく場合も自分の後の仕事をきちんと整理をつけて。 

そして人員配置もきちんとなるという条件からいきますと、本来一般職であれば１カ月で

いいのかもしれませんけれども、お医者さんということになりますとこれはなかなか１カ月

やそこらで後任が見つかるなんてことはないわけですから。それでもせめて１カ月ぐらい前

にはおっしゃっていただかなければ、なかなか地域医療を守るとか、患者さんを守るとかと

いうことになり得ませんが、先生はそのことについてどうお考えですかというふうに私は申

し上げたのです。昨日申し上げたとおりであります。関係ないということでありますから。

それは市長の責任だということでありますから。 

そこで私は、小山先生のいわゆる選挙に出るなということではなくて、医師としてもっと

貢献をしてもらいたい。地域の皆さん方を守ってもらいたいという説得も断念をさせていた

だいたところであります。 

ですので、これは選挙戦が終わった後で、小山先生に対して、選挙は選挙として今まで４

年半、あるいは５年尽くしていただいてありがとうございましたと申し述べれば、私が大人

であったかもわかりませんが。地域医療という名の下にああいう選挙をやっていただいて、

しかも実質的には地域医療を放棄して選挙戦に入ったわけです。私にはその直後に、そこま

で小山先生に対して慰労、あるいは感謝の言葉も申し上げる心情ではございませんでした。
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そういう意味であります。 

投票率。直近の立候補によっての得票ということで、昨日、若井議員に私の分析――これ

はいろいろ調査もさせていただいた中での分析であります。そしてその際にも申し上げたつ

もりでありますが、私は六日町町長になってから１年７カ月、そして南魚沼市長に無投票で

ありましたけれども当選して４年。この間、議会の皆さん方も含めて分け隔てなく、選挙の

戦いがあったからあれだこれだ、という話は一切しないできたわけであります。そして昨日

申し上げた、名前は申し上げておりませんけれどもそれぞれの皆さん方にも、きちんと対応

をしてきたつもりであります。 

なにゆえ井口ではだめなのだということまで聞きません。それは笠原さんや皆さん方から

お聞きしたいのですね、私が。なにゆえ一週間前ぐらいの立候補をされる方に、井口でなく

て託すのかという、そういうことを私は本来お聞きしたいです。そしてこの５年７カ月の間、

本当に応援していただいた方々からは、それほど相手に気を使うのかと。そこまで言われて

ずっときました。気を使うという意味でなくて、やはり選挙の後の後遺症は残さない、そう

いう思いで本当に私は平等に付き合ってきたつもりであります。 

それを再び三度踏みにじられるという部分があるわけでありますので、これはそうだと思

います。応援をされていただいた方々は１０人前後だそうでありますけれども、実質は１０

人なんてものではなくて、もう鮮明にわかる方たちですから。 

ただ、これからまたその皆さん方が、本当に自分でも考え、私にも考えろということであ

ればそれは当然考えますし、この選挙の結果がこうであったからいわゆる反対をされた人た

ちに権力を持ってどうこうしようなんてことは全く考えておりません。どうぞひとつご自由

にやっていただきたいと思いますし、わたしがそれに制限を加えたり、いろいろ申し上げる

つもりはありません。 

ただ、メリハリはつけさせていただくということであります。何が批判されているのか私

はよく・・・一つは、昨日申し上げたとおり批判されたという部分は、明確に出ております

のは野球場建設に使う１０億円があるのなら、保育料の３割減、そして医師の３割増、老人

ベッドの３割増、これをやったほうがいいよと。井口は野球場建設なんか止めて、そっちを

しなければだめだよと。こういう批判票というのは十分、昨日申し上げたとおり相当数ある

わけであります。 

ただ、それが真実でないということを昨日申し上げました。野球場の建設に使う１０億円

というのは、野球場に使わなければ、総合運動公園整備に使わなければ、１円たりとも私た

ちの市に入ってくるお金ではないのです。おわかりでしょうけれども。それをあたかも１０

億円がそういう３割・３割・３割の方に使えるというような錯覚をお持ちになったと。それ

を十分に説明でき得なかったことは、これはまた私の責任でありますのでそれは反省してお

ります。けれども、そのことだけに絞っての争点の選挙戦でないと思いまして、これから４

年間南魚沼市がどうあるべきかということを争う選挙だというふうに私は思っておりました。

幅広く政策を訴えながら今日まで来させていただいたということであります。 
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先ほど触れましたように投票率はやはり低かったものですから、これは私も含めて選挙の

あり方ということももう少し考えなければ、なかなか東国原さんや橋本知事さんや、そして

新潟市長さんみたいに著名な方が直前に例えばぽんと出て、そして投票率も上がって当選す

るという構図ではなかったですよね。それほど著名でなかったものですから。私の方が若干

確か知名度はあったと思いますけれども。 

小山さんも今おっしゃったように城内、五十沢は、これは非常に知名度もありましたし人

柄もわかっていたでしょう。塩沢や大和に行けば、小山の「こ」の字も知らないという方が

大勢いらした。そこに短期間にぽんと出てそしてやったものですから、やはり一般的には皆

さん方は、もう現職が勝つに決まっているのだからこの寒空に投票になんか行かなくたって

いいという、そういう方は相当いらっしゃいますよ。これは私たちが調べた結果も。 

ですから、そういう選挙のあり方もやはりもう少し考えなければならないし、私自身もも

っともっと自分で小まめに選挙民の皆さんの所を回って、投票を呼びかける行動をしなけれ

ばならないと、そういう反省は十分考えております。 

城内では笠原議員に対して批判が強くなくて、しかもよくやったというふうに褒めている

声が多いそうであります。それはまた十分検証させていただきます。が、別に検証したから

後でどうこうではありませんけれども。 

私は全くその逆に受け止めております。なにゆえ、笠原さんは井口でだめだったのか。全

くその部分というのはそう触れていませんね。昔の水道料がどうとか、野球場建設をやるか

らどうとかということはあったかもわかりません。 

しかし、城内病院で本当に地域医療を考えてやっていただいた先生が出ると、そのことに

対して、本来先生はとにかく城内の病院を守ってくださいと。先生の思いを笠原さんなり皆

さん方が代弁をして、私が出ると。これをやれば笠原さんの人気は上がりましたね。ところ

がやらなかったものですから、非常にやはりがっかりした方もいらっしゃいますよ。なぜ出

ないのだと。なぜ、その皆さん方が出ないのだと。そういうことでした。だけれどもこれは

人の口ですからいろいろ戸は立てられませんので、噂は噂と、話は話としてここでさておき

ますが、そういうことであります。 

 それから傍聴の皆さん方がお出でいただかない理由。これはやはり傍聴者の皆さんは私が

当選させていただいたとき、本当に感激をしていただいて傍聴にお出でいただきました。そ

の後推移するにつれて、やはり市の中で、あるいはまちの中で大きな争点、問題点等があれ

ば、当然皆さん方もまた傍聴にお出でいただくわけですけれども。今日は大勢お出でいただ

いていますが、やはり日中で仕事を休んでお出でいただく方が多いわけですね。そうなりま

すとある意味で、争点があまりなくてということであれば、今回は行かなくてもいいかとい

うことになっているのだろうと。ですので、傍聴にお出でいただく方々、毎回お出でいただ

く方もありますけれども、数は一時減りました。また、今回はちょっと増えました。 

そういう面では本当に傍聴にお出でいただいてありがたいと思います。極力やはり傍聴に

はお出でいただくように、私もしょっちゅう議会がある度には、家内にあちこちへちょっと
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電話しておけやとか、そういうことはやっているのです。ですから議員の皆さん方も自分た

ちで一般質問をやるとかそういうときは、せめて俺の時間帯ぐらいは後援者の皆さん来てれ

や、というぐらいにしていただければ、もっともっと傍聴者も多くなるのだろうと思ってお

ります。緊張感を欠くということのないようにやっていかなければならないと思っておりま

す。このくらいでよかったと思ったが、あとは給与カットの件でしょうか。 

２ 職員の給与カット、市長報酬カットの今後の方向は 

 職員の皆さん方に他を思いやる心。私はこれは当然だと思いますし、そういう気持ちはほ

とんどの皆さん方が持っていらっしゃると思います。ただ、前々から触れておりますように、

他の市に先駆けていちばん大幅のカットを実施してきている。実施をするときも当然ですけ

れども職員組合にいちいち了解を取ってやったことではございません。 

そういう部分もあって、そして今、経済的には非常に厳しい状況ですけれども、財政の見

通しは立ったということを言っているわけですので、ここはいったんやはり私たちは返すべ

きだと。あと、この経済状況はまだこれからが悪化すると思いますけれども、職員の皆さん

方がそういう状況の中でどういう判断をなされるかというのは、これは私が強制するわけに

もいきませんので、そういう優しい他を思いやる心を持った職員が大勢であるということを

願うばかりであります。それをそうしろやというふうに強制はなかなかでき得ませんので、

それをしようとは思っていませんけれども、経済情勢は職員も含めて、全員が本当に厳しい

ということは感じております。 

そしてワークシェアリングという話も出ましたが、これについてもやはり真剣になって考

えなければならないことでありますので、何らかの形で実施していかなければならないと思

っております。 

民間に比べて高くないという、トータルとしては高い部分にいっていますと。初任給、高

卒あるいは大卒の初任給は低いランクです。それから年齢が上がるにつれて高くなっていく。

トータルとしては４５.１歳ですか６００万円平均。これは高くないとは申し上げませんとい

うことは昨日言っております。 

そしてなぜそうなるかと。これは今までの雇用の歪といいますか、ちょうど私たちの世代

の皆さん方が非常に多い人数になっていたものですから、これからその皆さん方が、もう我々

の年代は退職しましたけれども徐々に退職をされていく。そしてそこに若い人たちが入って

来る。非常に形のいいピラミッド型の職員構成になるわけですので、そうなればまた平均給

与というのは下がると思いますけれども、６００万円が高くないということは申し上げたつ

もりはございません。 

初任給が民間に比べてやはり低い部分がありますと、それは申し上げました。牧野議員が

後ほど質問されるようですので、これはちょっととっておいて後でまた。一応比較も概ねの

ことで話をさせていただいております。以上であります。 

○笠原喜一郎君  １ 市長選挙をどう総括し、今後の市政に取り組んでいくのか 

１点だけ、市長選挙の方についてもう１回だけ質問をさせていただきます。私たちは２０
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０カ所ぐらい街頭をさせていただきました。その中で本当に医者と患者さんとの繋がりとい

うのは強いものだなというふうに思っています。一般の方々以上には本当に真似ができない

ほどの信頼を持って、患者さんとお医者さんとの関係をつくってきたなというふうに思って

います。 

そんな中で全く素人が、では何ができるのだと言われたことがありました。だけれどもそ

ういう中で、やはり行政は信頼が基本だと。市民と行政の間に信頼というものがなければ、

どんないい施策をやろうとしても、それは血の通った政治行政にはならないという話を候補

がしていました。まさにそのとおりだなというふうに思っています。 

これから４年間の井口市政がスタートする中で、私は一つ井口さんにとって気になること

を言われたことがあります。井口さんにその言葉を贈って、ぜひこれからそのことを肝に銘

じてというか頭の中に必ず置いて、そして４年間の市政をやっていただきたいというふうに

思っています。 

それは井口さんという人は、自分より優秀な人というのは側に置かないのだという言い方

をした方がいたのです。これは本当にどういう意味で言われたのか。あるいはその井口さん

の普段の中でそれを感じたのかわかりませんけれども、もし、そういう部分が見られるとい

うことであれば、それは非常に市民にとって不幸なことであります。優秀な人材を使ってど

んどん意見を言わせて、そして市政を執行していっていただきたいというふうに思っていま

すけれども。そういう批評をする方がいましたが、そのことに対してぜひ、そういうことの

ないようにしていただきたい。そして今の私の言ったことについて、どうお考えであるかを

お聞きして質問を終わります。 

○議   長  笠原議員にお聞きいたしますけれども、今ほどの「井口さん」というのは

井口市長のことですか。今度からは現職の市長でありますので、そのように呼んでいただき

たいと思います。（「申しわけございません」の声あり） 

○市   長  １ 市長選挙をどう総括し、今後の市政に取り組んでいくのか 

こういうお話をされた方がどなたかというのは想像がつきます。私にも大学を卒業しない

でいる人を――副市長にも大学卒業者を使いなさいよとか、そういうことを何度もおっしゃ

った方であります。よくわかります。 

では、見ていただいて前副市長の井口さんが、そして現教育長の遠山さんが、水道事業管

理者の平賀さんが、そして新しい副市長の小原さんが、数段私より上ですよ。ただ、政治的

な中で育ち方が違うものでありますから、こういう身の処し方が非常にやれなかったといい

ますか、性格的にそういうことだと。そういうことを平気でおっしゃっている方もいらっし

ゃいますけれども、大体わかります。しかし、私が登用している人材を見ていただいて十分

判断をしていただきたい。それ以上のことはどう申し上げればいいのか。 

そして選挙の関係で私の周りに寄っていただいている方も、すごい人材ですね。とてもと

ても私が足元にも及ばない、そういう皆さんであります。まして議会の皆さん方もそうであ

ります。全部私より優秀ですよ。そう思って私は接しておりますし、実際そうです。ですか
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ら学歴だとかそういうところで判断をされて、あんまり流言飛語はなさらない方がいいなと

は思います。そういうことでよろしくお願いいたします。 

○議   長  笠原喜一郎君の質問は終わりました。 

○議   長  質問順位２１番、議席番号２０番・牛木芳雄君。 

○牛木芳雄君  一般質問を行います。 

１ 「定額給付金」について市長の評価を問う 

定額給付金について市長の評価を問うということであります。これについて市長はどのよ

うな評価をしているか、あるいはしていないかということであります。麻生内閣が９月２４

日に誕生いたしました。安倍、福田総理に続いてまたしても民意を問わない、いわば首の付

け替えによる首相の誕生であります。たぶん、福田前首相は新しい顔で総選挙を行って、そ

のお気持ちがあり辞任したと思います。そして新しい顔の麻生さんで、衆議院を解散し総選

挙を行いたいと思ったのでありましょう。しかし、その後の麻生総理の支持率が低下傾向、

ご覧のとおりであります。総選挙に打って出られないと私は思います。 

このような中に定額給付金としてこの政策を、１０月の末だと思うのですが、追加経済政

策の中で打ち出しました。まず、第一は生活者対策です。自信満々に打ち上げました。テレ

ビのニュースでご覧になった方も大勢おいでのことと思います。その規模が２兆円。同時に

３年後の消費税率の引き上げも明言をしたわけであります。一人１万２,０００円。１８歳以

下のお子さんと６５歳以上の高齢者には８,０００円を加算すると。平均すると一世帯約６万

円。金融危機以来一気に景気が悪くなってきて、さぞ大勢の国民の皆さん方から喜ばれる政

策であろうと。 

しかし、さすが賢明の方が多ございまして、多くの国民は、この政策で景気対策として本

当に効果があるのだろうか。もし、２兆円という大きなお金を使うならば、他のもっと効果

的な使い方がなかっただろうか。こういう疑問視をする声があがってまいりました。ご承知

のとおりであります。当時、給付に当たっては所得制限を設けるか、あるいはまた実際の支

給に関してはどのような方法にするか。首相自ら任命をした閣僚の中から、あるいは与党議

員の中からも異論が噴出をしました。 

そしてこの支給に当たっては各自治体に丸投げであります。全国市町村会からも、あるい

は知事会からも疑問の声が、あるいは反発がありました。報道のとおりであります。そもそ

もお金を配るといっても、元々は私たち納税者がいったん払ったお金を、形を変えて戻って

くるわけであります。そしてその後、麻生総理が明言をしているように何年か先には消費税

の大増税が待ち構えているわけであります。今日の新聞報道では２０１１年に消費税のアッ

プを決めたというような報道もあるわけでありますが、まさに言われていますように「ばら

まき一瞬、増税一生」であります。 

そこで１番目と２番目の質問内容になるわけでありますが、果たしてこの経済政策は本当

に経済の政策になるのか。経済政策なのかあるいは生活対策なのか。一律に１回だけお金を

配り、そのお金が消費に回って消費を刺激し、そして内需拡大につながって地域経済に大き
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く浮揚に貢献をする。このようにお思いでしょうか。ある野党議員は単なる選挙目当てのば

らまき的な政策に他ならないと、このように公言をしているわけでありますし、それぞれの

野党もそのようなことを言っています。 

泉田新潟県知事は今月の１０日の県会連合委員会の中で小山議員の質問に対してこのよう

に答えています。景気対策なのか生活支援なのかはっきりしない。目的を示さないと政策の

メッセージが伝わってこない。このように疑問視とも受け取られる答弁をいたしました。井

口市長はいかがお考えでしょうか。 

 ３番目であります。その給付が各自治体に任されるわけでありまして、この給付事務が法

定受託事務ではなくて自治事務、これになっているようでありますけれども、それでさえ人

員がぎりぎりの配置をしているわけであります。通常業務に支障をきたすことはないでしょ

うか。私は大変な事務量であるというふうに思っています。そして事務経費も大変かかると

いうふうに思っているわけでありますが、この給付事業にあたりましての経費の見積もりは

立てたか。もし予測を立ててあるとするならば、いかほどでありましょうか。お聞かせをい

ただきたいと思います。 

２ 学校給食用米は全量減反対策とし、保護者の負担軽減を図れ 

 大きな２番目であります。学校給食用米は全量減反対策として、保護者の負担軽減を図れ

ということであります。私はこの問題は先の議会、１９年度決算の中で議論や提案をしたと

ころであります。学校給食用米については減反対応として、より安価に供給ができないかと

いうことでありまして、再び一般質問として取り上げました。 

以前から地場産コシヒカリを学校給食に提供しています。ご承知のように日本一高い米で

あります。ということは言うなれば世界一高い米でしょう。地元の児童・生徒の皆さんはこ

のおいしい米を食べて、このことによって米の消費の拡大や、あるいは幼少期からの米飯の

食習慣、これに大きく貢献をすること。あるいは食育等々、様々の効果を期待して当時の農

協や、あるいは町や、保護者やそういった方々のご支援の下、この事業に取り組んだものだ

というふうに思っております。 

そのおいしい米を毎日毎日学校給食としていただいている児童・生徒の皆さんは、他産地

の皆さん方から見ると、あるいは他県人からご覧になられると、非常にうらやましい限りだ

というふうに思います。そしてこの地で学んでいる皆さんにとっては大きな喜びであるだろ

うというふうに思います。 

今年度から一部地域で地域独自の別枠配分数量というのを、減反政策の中で設けることに

よって、その生産数量に応じて減反カウントをされることとなりました。そこで私は、今後

は市内の学校給食米を全量、この制度を使って提供したい、このように提案をしたいと思い

ます。そして限りなく保護者の負担を少なくしたい、このように思っています。農家の皆さ

んが減反にカウントされたコシヒカリ、これを使うことによってより安く米が提供できるわ

けであります。これを使用する学校給食では安価に仕入れることができるわけであります。

この差額を補填するＪＡや行政、この負担軽減であります。まさに私は一石二鳥三鳥の効果
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がある取り組みであるというふうに思っています。 

しかし、先ほど申し上げましたように地域独自の別枠配分数量、これを決定しなければな

りません。これを設定し県から配分を受けなければならないわけであります。どれだけ配分

があるか。また、この配分については協議会では、この数量をどこに誰にどのように配分を

するか、こういう問題があります。これを政策とするならば、私は非常にインパクトのある

政策だというふうに思います。 

さらに先ほど申し上げましたように、子育て支援の側面からも、若い子育て中の保護者の

皆さん方の負担軽減、こういう意味からも有効な政策ではないか。このように考え提案をす

るところであります。市長の考えをお伺いしたいと思います。 

３ 新型インフルエンザに対する備えは 

 ３番目に入ります。新型インフルエンザに対する備えは、ということでありまして。再び

この問題を取り上げました。私は３月議会にこの取り組みについて市長にただしました。そ

のときの答弁を要約すると、まず１番目にいたずらに市民に不安をあおってもいけないので、

インフルエンザに対する正しい知識や情報を提供する。２番目に県あるいは医師会から指導

を仰ぐ。３番目、そしてその上で行動計画は危機管理という面もあり、防災問題とも連携し

ながら策定をする方向である。こういう答弁でありました。 

結果としてその時点では、何も具体的な取り組みをしていなかったと、このようでありま

した。今、報道機関では何回も何回も繰り返し、大流行が起こった場合のシミュレーション

をしています。まさに空恐ろしくなるような話であります。その後、私の前回の質問を受け

て市ではどのような取り組み、対策、対応をしたか。その後の取り組みについてお聞かせを

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○市   長  牛木議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 「定額給付金」について市長の評価を問う 

定額給付金についてでありますが、ちょっとその前に比較といいますか、お知らせ申し上

げます。今回の定額給付金の総支給額２兆円という中で、１万２,０００円あるいは加算額そ

れらも含めまして、私たちの市に定額給付金が全額給付されたとしまして、６万２,６８４人

でありますけれども９億７,２３６万８,０００円という数字になります。そして平成１１年に

地域振興券の事業がございました。このときは六日町・大和・塩沢これをあわせて３億４,８

００万円であります。ですので、３倍近い給付金といいますかお金がこの市に来るというこ

とであります。そういうことを前提にこれからまたお話をさせていただいて、ご質問に答え

ようと思っております。 

定額給付金につきましては今月４日に市町村説明会が県庁で行われました。説明はこれま

での新聞等の報道の域を超えない範囲であったようであります。この説明会では。その中で

制度の目的は２点。住民への生活支援。地域の経済対策に資する。この２点であります。そ

して私の見解といたしまして、当初は経済対策なのか、あるいは生活支援なのか。生活支援

的な部分が当初の発想のときは強かったような気がします。ところがこういう経済状況も受
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けて、やはり経済対策も含むと。これはそのとおりだと思います。 

そして政府が想定しておりますように、この部分がどう消費に使われて経済対策になるの

かというのは、これは非常につかみづらい部分であります。私といたしまして個人的にこれ

がどうだ、こうだということではございませんけれども、国政の話でもありますし、選挙目

当てか否かと言われれば、それは私はわかりません。 

ただ、給付される側にとりましてはないよりあった方がいいわけでありますから、その面

では何ていいますか。ただ、本当に使い方としてその方がいいのかという、こういう疑問点

は、それはそれぞれあると思います。私もこれがだめということではなくて、例えば約１０

億円という現金を市町村に交付していただいて、景気対策に使えという――これは限定です

ね――であれば、これは市町村でその目的に沿って使いますので、いわゆる景気対策という

面ではその方が何か手間もそうかかりませんし、いいのかなと。 

ただ、生活支援もここに入りますと、これをまた市町村に交付されて、それを生活支援的

に回せということになると、非常にまた難しい。ですので、判断としてはとてもなかなかい

いの、悪いのという判断は非常にできづらいことですけれども、景気の刺激、生活支援、そ

のことに目的を絞れば悪い対策ではない。 

ただ、このことが議員おっしゃったように、これをやったからあとで増税が待っていると

いうことでなないと思うのですね、今までの論調は。この２兆円を支出したから、じゃあ平

成２１年から消費税を上げますということではないのです。消費税値上げの部分というのは、

社会保障費とかそういう部分がこのままではとてもとても耐え切れないと。そして全世界的

な不況の中で財政支出を求める声が非常に大きいと、このことにも配慮しなければならない。

そういうことをやっていく中で、これは特に社会保障費でありますけれども、ここをきちん

と国民の皆さんから安心していただくためには、消費税の増税以外に安定財源はなくなるだ

ろうと。今、埋蔵金使うとかいろいろ話がありますけれども、これとても知れているわけで

ありますので、そういう意味だと思っております。 

 そして２番目の、実施されて消費を刺激し内需を拡大とこうなるかということであります

が、先日の新潟県議会の答弁を例にいたしますと、専門機関ではじいたのか約７１.４パーセ

ントが消費するだろうという方向です。そうなりますと私たちの市は約１０億円のうち消費

に回る額が７億１,０００万円でありますから、前回の地域振興券の倍。ですので地域経済に

少なからぬ影響は与えると。ただ、これはそう回るか回らないかであります。また、経済情

勢がこれだけ厳しくなっていますと、全額貯金だとかちょっとわかりません。ただ、この例

を算出いたしますとそういうことであります。 

通常業務にこの事業の実施をするに業務的にどうかということであります。先日の説明会

の中では、第二次補正予算が通過次第、準備の整った市町村から順次交付を始めていいです

よ、ということをおっしゃっているそうであります。法的性格は「市町村の自治事務」との

位置づけであるが、できる限り臨時職員で対応したとしても、通常事務の上積みになるとい

うこれは間違いありません。 
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そして当然でありますけれども、まだ今、制度の全体像が１００パーセント見えたわけで

はありませんので、ちょっと経費的に確たる数値を出すのは難しいですが、大体、今触れま

したように総額１０億円程度の支給額と見込んで、事務費はおおよそ２,０００万円というふ

うに見込んでおります。内訳としましては２,０００万円から３,０００万円のうちに臨時職員

賃金、これは９名で４カ月で算定をさせていただくと６００万円強。そしてシステム改修、

これは調査中であります。ちょっとわかりません。需用費として、郵送料これは１,０００万

円、印刷３００万円、消耗１００万円。概算ですけれどもこうなります。 

そしてこの臨時職員について先ほど触れましたように、こういう部分が出てくれば的確に

今の雇用状況の中で非常に苦しい立場の人を臨時職員として採用させていただいて、４カ月

一応この試算でいえばあるわけでありますから、その間にもまた就職支援をしたり、あるい

は就職活動したりしていただいて、職をきちんと確保していただくような方法をとっていき

たいということであります。そんなことで手続きやそういうことはここへ細かく書いてあり

ますけれども、ちょっと申し上げません。これは事務的なことであります。 

２ 学校給食用米は全量減反対策とし、保護者の負担軽減を図れ 

 ２番目の学校給食米は無償提供せよ、ということなんだそうですか。ここで議員の質問の

趣旨に入る前に、先般もちょっと申し上げました保育料を例えば半額だとか半分免除とか、

あるいは給食を、給食米ですけれどもこういうものを無償で出せとか。これはやはり一定の

歯止めをしておかないと、いかに義務教育といえども義務教育でなくたってお昼は食べるわ

けですから。自分の家でも食べさせなくてはならないご飯を、とにかく全部安くしろとか―

―安くしたいことはしたいですよ。したいことはしたいですけれども、米の無償は無償とし

ても、無償で給食を出せとかという話になると、これはちょっと意味が違うと思う。 

議員は給食用米に限ってということだと思いますけれども、そういう意味にとらえて答弁

申し上げます。今、４回の米飯給食を行っているということはご存知のとおりであります。

小中学校で年間約７２トンの米を消費しております。この提供につきましては昨年度までは、

一般集荷された米を全農新潟を通して学校給食会に販売をして、統一米との価格差を市・Ｊ

Ａで負担してきたところであります。これは議員、詳しくご存知だと思います。 

本年よりＪＡ魚沼みなみ管内の「大和・六日町地域水田農業推進協議会」では、一般販売

価格との価格差を承知してもらう中で、生産調整の手法の一つとして協議会裁量枠を利用し

て、学校給食用米約５０トンとして別途集荷する取り組みを行ったところであります。 

大和・六日町のこの協議会では、２１年度についても同様の取り組みを計画しているとこ

ろでありますので、市全体のバランスを踏まえますと「塩沢地域水田農業確立推進協議会」

に対しても同様の取り組みをしてもらうように今申し入れを行いたいと考えております。年

末に各市町村に来年の需要枠が提示をされるわけであります。それを受けての会議を来年１

月９日前後に両協議会等を予定しておりますので、その際にもきちんと申し入れをしたい。 

保護者の負担を限りなく軽減ということでありますけれども、合併前は一部町で米の価格

差について保護者負担をしてもらっておりましたけれども、合併後は保護者の負担軽減を図
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る観点から市・ＪＡ負担とした経緯について、これはご理解いただけるものだと思っており

ます。価格差負担は市もＪＡも今後とも続けてまいりたいと考えておりますけれども、統一

米との価格分まで市の負担ということには、非常にこれは平成１９年度で約５,９００万円に

上りますので、これはちょっとご勘弁を願いたいというのが現状であります。以上でありま

す。 

３ 新型インフルエンザに対する備えは 

 インフルエンザでありますが、前回の質問時からもうインフルエンザ発生の可能性は高い

と。鳥インフルエンザです。既に東南アジアを中心に世界１７カ国で罹患者数が３９１人、

そのうち２４３人が死亡しているという発表もございますので、非常に危機感は持っておる

ところであります。国においても当然でありますけれども専門家会議を重ねておりまして、

新型インフルエンザに対する行動計画を今年１１月に全面改定したところであります。要点

はここでは特に申し上げません。県が国の方針の下に感染発症国の入船を禁止、あるいは一

定のエリアごとの完結を推進する方向で考えておりまして、対策の進め方につきましては感

染症対策のみフェーズ４ということだそうですから、人から人への感染が確認された段階で

県知事を本部長とするなどの行動計画を見直している段階であります。特に医師不足の県内

の事情から、応援は他地域から望めないということですので、地域で完結した対応にしなけ

ればならないという方針であります。 

この新型インフルエンザに罹患したから、前のインフルエンザとどこが違うといっても非

常にわからないそうであります。特徴的には同じなようなことで。特殊な検査でも確認に時

間を要するという経過がありますので、発生の確認が非常に困難であります。そしてその対

応についても独自の行政機能だけでは全く対応できません。そういうことで市としては正確

な情報に基づいて県、それから南魚沼地域振興局に直結した対応はしなければならないと考

えているところであります。 

そこで今年度は保健所との意見交換、県防災局・福祉保健部の合同開催の新型インフルエ

ンザ対策会議を経まして、１２月４日に南魚沼地区における医療体制の検討会が行われたと

ころであります。そこで協議している点は、発生時の医療対応として通常の医療体制の中で

は感染の拡大につながることから、通常の診療と切り離して考えるということにしておりま

す。 

そして発熱相談センター、あるいはコントロールセンターの設置。直接受診に行かず電話

などでのまず相談をしていただきたいということです。動かないで。それから発熱外来の設

置。通常の診療に患者が行かないで、発熱者専用外来で診療するという。それから入院施設

の設置。これはもう隔離するということでありまして通常の病棟から離した施設での対応、

これをしていかなければならないと。これらを主に検討しているところであります。 

今後は医療体制検討会を定期的に開催して、もっともっとまた具体的な方法を詰めていか

なければならないところであります。 

社会的な対応としますと住民への対応要請としては、まず個人の健康管理に努めてもらい
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たいことと、蔓延防止のための注意・喚起や学校等集団施設への対応、地域集会等の自粛。

インフルエンザの流行る期間は、極力大勢の人とは会わないと。変な話ですけれどもそうい

うことになってしまいます。 

新型インフルエンザへの対策は、発生時に応じて取るべき対応が異なる。同じことをやっ

ていてもだめだということでありますので、予め数パターンの状況を想定して、市民の混乱

がないように各状況において迅速で的確な対応ができると。こういうことを平時から定めて

おく必要があると考えておりますので、私たちの市における新型インフルエンザ行動計画の

策定も今後必要だと思っております。県と相談しながら県との対応の中で、きちんとこの行

動計画を定めていかなければならないと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

以上であります。 

○牛木芳雄君  それでは何点か再質問をさせていただきます。 

１ 「定額給付金」について市長の評価を問う 

最初の給付金のことでありますが、世論調査が大変いろいろな報道機関からされました。

朝日新聞が一番「不要」という答えが出たのが高いわけでありますが、押しなべてどこの報

道機関も高いわけでありまして、朝日新聞の予調によりますと６３パーセントの皆さんが、

これは不要というふうに１１月１１日の発表ではされています。 

それで今、国も相当な借金漬けの財政体質。この国家財政を立て直さなければならないと

いう時期に、２兆円という大きなお金を使って、先ほども申し上げましたように経済対策だ

か、あるいは生活対策だかということで出すわけですけれども、国家財政を立て直そうとい

うことに逆行しないかということも、相当指摘をされているわけであります。例えば、よし

んばこの給付金が給付をされて、わずか０.１パーセントしか国内総生産を押し上げないとい

う国会議員もいるわけでありまして、ということであります。 

そこで先ほど県の試算が市長答弁されました。私はこのお金をどのように消費をするかと

いうのが問題だと思うのです。１９９９年の地域振興券の例も出されました。これは７割が

消費をされたということですけれども、そのされた中の７割、これは当時の経済企画庁が調

査をしてそういうふうにいっているものですから間違いないと思いますが、７割の世帯で毎

日毎日決められた支出に当てるような支出、いわゆる通常支出に使われるのに当てたという

ことです。 

こういうところに今回もこの給付金が当てられるならば、先ほど私が申し上げましたよう

に国内総生産の０.１パーセント程度しかアップにならないだろうというふうに思っている。

これはこういうお金が給付されたら、例えばあまり行かない旅行に出るとか、家族みんなで

おいしいものを食いに行くとか、そういう普段使われないところの消費に使われないと、そ

ういう経済的な効果は出てこないというふうに思っています。まさに先ほど市長が答弁した

ように、よくわからないと、そういうことに尽きるのではないかというふうに思っています。 

給付をされるわけですから、反対、反対と言ってみても、されればもらいますし、ありが

たくもらって消費をしたいというふうに思っていますが、やはり先ほど市長が言いましたよ
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うにもっと有効的な使い方をなぜできないだろうか。やはり私はここがこの給付金の政策の

問題点だろうというふうに思っています。これは市長の評価を問うたわけですから、市長が

先ほどあまりよくわからないという評価でしたから、それくらいにしておきたいと思います。 

２ 学校給食用米は全量減反対策とし、保護者の負担軽減を図れ 

 ２番目の学校給食用米のことですが、担当課からもらった資料によって私なりに試算をし

てみました。私は実現可能な試算結果であります。これは先ほど申し上げましたように担当

課からもらった資料に基づいて私なりに計算をしたわけでありますし、前提はまだまだ減反

政策は続く、これも前提であります。そして大事のところでありますが、この米は全農や学

校給食会を通さないで、地元の農協から直接学校給食センターに納めるというところを前提

として試算をしてみました。大変いい結果が出ました。 

 まず、市長は先ほど７２トンと申し上げましたけれども、私は平成１８年の米の使用量７

４トンだそうです。市内全部の小中学校・幼稚園も含めて７４トンしか使わない。それをゲ

ンバイ換算をすると８１.４トンであります。１,３５６俵。わずか１,３５６俵でしかありま

せん。それを学校給食に使うコシヒカリ単価、１キログラム当たり４５０.３円。これを全量

使っているわけですからお金に換算すると、３,３３２万円。私、単純に計算したらこうなる

のですが、担当課としても間違いないと思うのですね。３,３３２万円です。 

この金額をまた逆算すると、当時は農協に我々生産者が出荷する金額、これは２４,３００

円と私は試算したのですが、たぶんそれぐらいでしょう。ＪＡの手数料や精米コスト等々を

引いた場合２４,３００円。 

私が提案したいのはこれからでありますが、全量減反対応としたい。今年ＪＡ魚沼みなみ

では学校給食用米を出荷した皆さんには、５０パーセント対応でした。例えば一反分８.５俵

というふうに計算されていますが、８.５俵を学校給食用米１万５～６,０００円で私たちは出

荷します。そうすると１０アール減反したことにならないで５アール減反したと。５０パー

セントカウントでしたね。 

私はもし、１００パーセント対応するならば、農家はこの提供に多分１俵１万２,０００円

でも喜んですると思うのです。なぜならば、過去に多用途利用米という制度がありました。

今、加工米という制度があります。これは１００パーセント対応です。これは１俵８,０００

円ぐらい。悪いときは７,０００円程度。よくても９,０００円でした。米が２万４～６,００

０円するときでも１万円以下の金額で出荷をしていました。私は１００パーセント対応する

ならば、農家の皆さんは１俵１万２,０００円でも楽に出荷していただけるものだとこう思っ

ています。 

それでこの１万２,０００円という米にＪＡの手数料１,２１９円をかけてもいいのです。精

米あるいは運搬賃１,０００円かけてもいい。そうすると１４,２１９円になる。これを１,３

５６俵でかけると１,９３０万円です。私の素人の単純計算ですが、２,０００万円足らずのお

金で１年間学校給食をいただく市内全児童・生徒の皆さんが、日本一を誇る良質米産地の、

市長が常々言っている基幹産業である農業。私たちの市内の児童・生徒諸君は、減反政策の
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中で生産された日本一おいしいコシヒカリを全量提供していますよと。私はインパクトがあ

ると思うのです。 

数字的に１,９３０万円程度で済むというふうに私は試算をしましたけれども、計算方法が

違うかどうかわかりませんが、当然先ほど申し上げましたように農協の手数料も１俵につい

て１,２００円も入っているわけですから。私はこの手数料だけでＪＡが、このほかにまたい

わば手数料ということは取扱い手数料です、若干の儲けも入っていますが、これでもやって

いけるのではないかと思っています。ご答弁をお願いしたいと思います。 

３ 新型インフルエンザに対する備えは 

 鳥インフルエンザにつきましては怠ることなく、粛々と進めていただきたい。このように

思います。 

○市   長  １ 「定額給付金」について市長の評価を問う 

お答えをいたしますが、１点目の最初にお断り申し上げておきますけれども。よくわから

ないと言ったのは、消費に本当にどれだけ使われるかというのは経済情勢が変わってきてい

ますので、ここはちょっと把握しかねるとのでよくわかりません、ということを申し上げま

した。 

それで今議員おっしゃったように、通常支出にあてられるのか、臨時的な支出に当てられ

るのかと。これは非常に何ていいますか意味が違います。しかし、こういう経済情勢の中で

通常支出であっても、ここまで冷え込めば通常支出も諦めたという部分が、その部分で支出

をされるというそういう効果も出るわけですし、例えば通常支出の中でも支出しようと思っ

ていたものをこれでやった。だからその分は増えないではないかと。では、使わなかった部

分はどうなるかというと、生活の安定だとか将来の見通しを立てるのにその面は非常に助か

ると。 

ですから、いい方向に考えていかないと。批判は批判として結構なのですけれども、やは

りやると決めたことについて、いい方向で考えていかないとやはりいい効果は出ないと思い

ます。いつまでもどやこやどやこやと言っていて、こんなのはどうせ最後はもらうのだとい

う話になって、非常にこれは。それはお互いですけれどもね、お互い。私たちはもらってい

いものかどういうのか、ちょっと今、判断に迷っているところでありますけれども。 

そういうことですので、２兆円という効果はＧＮＰ、総生産の０.１パーセントなのかどう

なのかちょっとわかりませんけれども、でもそれだけの効果がある。そう思って気を明るく

することが、景気対策の一番の良薬だというふうに考えて、実行されるべきものは私たちも

きちんとやらなければならないと思っております。 

２ 学校給食用米は全量減反対策とし、保護者の負担軽減を図れ 

 米の方は先ほども触れておりますように、私があまり優秀ではありませんので、ちょっと

今数字を羅列していただいて、さあどうだ、そこで２,０００万円程度のことでしかないから

さあやれ、と言われても、ちょっと私、答弁をしかねますので。私より優秀な産業振興部長

がちょっと答弁をしますのでよろしくお願いいたします。 
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○産業振興部長  ２ 学校給食用米は全量減反対策とし、保護者の負担軽減を図れ 

この場合は例えば学校教育課の方の部分と、それから私ども農林課の部分、今の生産調整

の絡みがございます。例えば生産調整の方の絡みから言えば、これは協議会の方の協議の中

で、私どもはこの提案は可能ではないかなとこう思う部分がございます。 

ただ、協議会の中で例えば１００パーセントカウントしようではないかというような話。

それから単価的にこの単価でいいのかどうか。この部分が一つのとりになるかと思います。

あとは単価そのものを給食センターの方に振った場合に、今、多分言われた単価には――何

か私もちょっと確認したのですが、炊飯関係の料金も入っておられるということですので、

単純にさっき議員さんがおっしゃられた３千何百万円だというような話にならないようでご

ざいます。その辺で学校給食会等々の関係など調整があるのかと思いますが、農林サイドの

方からすれば、逆に言えば提案をぜひしてみたいような内容の部分がございます。あとはち

ょっと学校教育次長の方からは単価のことについてしていただかないと、私の答弁ができま

せんのでよろしくお願いします。 

○教育次長  ２ 学校給食用米は全量減反対策とし、保護者の負担軽減を図れ 

先ほど市長が話しました５,８００万円、それから今ほど牛木議員さんが言われました３,

３００万円の差については、今ほど部長の方で話した内容と同じでありまして、炊飯料金が

入るか入らないかといったそういった問題であります。 

それで今ほどの話でありますけれども、いわゆる水田調整の関係をこちらの方でもやらな

いかということにつきましては、議員さんの話がありましたように六日町と大和の地域につ

きましては、この２０年度の１２月から水田調整の関係のお米を作ると、そういった関係で

ありまして、今度はコシヒカリ差額が今まで１キログラムにつきまして１７７円、いわゆる

１８０円近くのコシヒカリ差額というのがあったわけです。これが特別設定価格ですか、そ

ういったのを使いますと約４割のかたち、約７３円くらいになりますので、１９年度の決算

でいいますと、市の持ち出しが１,０００万円近くあったわけですけれども――これは六日

町・大和・塩沢ですけれども――これがかなり減っていくという、そういうような状況であ

ります。 

それで議員さんの方から全農、あるいは学校給食会を通さないでと、そういうふうな牛

木さんの話がありましたけれども、これについてもＪＡ魚沼みなみさんの方と話しましたけ

れども、これは今現在ではＪＡさんの方では事務的な面、検査の面、あるいは非常事態負担

の面、そういった面もありまして今現在では直接というふうなことは考えていないと、そう

いうふうな答弁であります。 

○牛木芳雄君  １ 「定額給付金」について市長の評価を問う 

最初の給付金のことですが、これは世帯を代表する人の口座に振り込むということだそう

です。口座に振り込むとやはり通常使われる経費に使うと。残りは貯蓄に回ってしまう可能

性がさらに高い。地域振興券は券でしたからどうでも使わなければならない。今回は口座に

振り込まれるわけですから、私はともすると、おろしてまでいわばちゃらちゃら使わないで、
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将来の生活防衛のためにそっくりしておこうという方が相当出てくるのではないか。とする

と先ほど言いましたように、あまりそういう経済的な効果は上がってこないのではないかと

いうふうに私は推測されると思うのです。 

２ 学校給食用米は全量減反対策とし、保護者の負担軽減を図れ 

 それから学校給食用米でありますが、単価についてはそうでしょうけれども、私は可能だ

というふうに先ほど申し上げました。それでＪＡの皆さんも学校給食会や全農を通さないわ

けにはいかないというふうな話をしたそうですけれども、すぐそこにＪＡの精米工場があっ

て、何メートルも行かないうちに学校給食センターがあって、伝票もたらい回しでもってい

わば手数料を取る。こんなばかなことはないと思うのですが、やっぱりまだそういうお役所

的な感覚のある仕事をしているのだな、というように私は受け取りました。（「農協の理事が

そこにいるが」の声あり）農協の役員も大勢おるわけでして、私の近くにもいますからそう

いうこともやはり強く言わなければならないと思っていますが。 

それで転作をする協議会の中での協議ですが、部長、市も重要なメンバーで発言権も大変

強いですよね。その協議会の中で発言権も強い。市からも職員を協議会の事務職員として送

り込んでいる。例えば市長が決断をし、そういう方針でいこうということになれば、私はま

んざら不可能ではないと。 

でも、一番最初に申し上げましたように、まだまだ減反政策が続いているとの前提です。

もう４０年以上も続いていますから、若い農業者の皆さんは生まれてから農業を始めて、減

反なんてもう当たり前にあると思っているのですから。これからも多分ＷＨＯの問題も議長

提案の問題があって、ともするとＭＡ米も１００万トンも輸入しなければならないか、なん

ていう記事がおどっている状況ですから。まだまだ将来は減反政策が、私はよしとしません

けれども、続くだろうというふうに思っています。 

そういう中でやはりこういう政策はしても、私はいい政策ではないと。これから大勢の観

光客のみなさんが当地にまいります。「天地人」関連で。あるいは良質米ということで多くの

農協・自治体から視察がまいります。私はこの政策を声高に言うと、「さすがは南魚沼市だな」

というふうに「おー」とどよめきがあがるような、大きないい政策だというふうに思ってい

るのですが、また一考をお願いをされたい。 

○市   長  １ 「定額給付金」について市長の評価を問う 

前段の方は、例えばそれが預貯金に回ったとしても、将来の安心――将来というか今現在

も含めてですね、そのことにつながって気持ちにある程度余裕ができれば、それも景気対策

だというふうにひとつ理解をしましょう。よろしくひとつ。 

２ 学校給食用米は全量減反対策とし、保護者の負担軽減を図れ 

 後段につきましては、産業振興部長、学校教育委員会等とよく相談をして、方向性がきち

んと見えるようであれば、それはすぐ実行させていただくと思っておりますので、もう少し

相談をさせていただきたいと思っております。前向きに検討をさせていただきます。 

○議   長  牛木芳雄君の質問は終わりました。 
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○議   長  ここで暫時休憩といたします。再開は２時５０分といたします。 

（午後２時３５分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時５１分） 

○議   長  質問順位２２番、議席番号１０番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  ご苦労さまです。それでは通告にしたがいまして、一般質問を行わせてい

ただきます。 

１ 人件費削減について 

前９月議会に引き続いてまた同じ問題になるわけですが、人件費削減について。１点目は

本当に前回と同じです。世界不況の影響で南魚沼市にも税収・雇用などに影響を及ぼし始め

ていますが、給与カットは３年の約束だったが、現在の状況を考えると延長すべきと考えま

すがいかがでしょうか。 

 ２点目これも同じです。財政健全化計画は５年、実質公債費比率県内ナンバーワンの当市

だが、財政健全化が５年なのに職員の我慢は３年では、市民への説得力はないのではないで

しょうか。これは市民と我慢の共有という点で問題あるのではないかなと私は思います。 

 あと総務省の調査では――これは共同通信さんが発信しているニュースの中でありました。

総務省の調査では今年の４月の時点で、全国で６１パーセントの自治体が何らかの方法で自

主的カットをしているというデータがあります。私はカットというのは今の不況の影響を考

えると、６１パーセントよりもっと増えていくのではないのかなと思っております。 

また、県内では現時点で２０市中８市がカットをしています。今の時点で来年４月以降も

継続してカットするという市は５市あります。そして県内でもまた来年以降、全国と同様に

自主的なカットをしていく所も増えていくのではないかなと私は思いがあります。 

 また昨年、当市の１２月議会では人事院勧告にならって給与表の改定。若手職員の給料を

上げた、あとは扶養手当のアップを行いました。それともう１点、賞与のアップをしました。

これは県内２０市で賞与のアップを行った市は、当市を含めて６市だということです。人事

院勧告でこの三つをあげろというのがあったのですけれども、２０市の中で賞与のアップだ

けは県内では６市しかしませんでした。 

こういう点からも身内に甘く外に厳しいという体質だと考えられてしまいますが、こうい

う点でカットを続けるべきではないのかという思いがあります。これはなぜ言うかというと、

県内または全国の自治体の動向こういう点を考えても、ちょっと今の認識に誤りがあるので

はないでしょうか、という点でお聞きをしたいと思います。 

 また、このような状況の中、実質公債費比率県内ナンバー１の当市が取りやめるというこ

とは、財政に認識が甘いと市民から思われてしまうのではないでしょうか。これは実施財政

との絡みという点での視点で聞いてみたいと思います。 

 また今度はぜんぜん別件になりますが、まだこの話はどういうふうな考えをしているのか

ちょっとわかりませんけれども。国の今年の人事院勧告では、公務員の勤務時間が国の調査
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だと長いということで、現在の８時間から７時間４５分に短縮すべき勧告が行われました。

私は、当南魚沼市ではこの人事院勧告を無視すべきであると思います。勤務時間の短縮は給

与アップと同じだと思います。この時期に３パーセントアップをするべきではないと考えま

すが、これは３月議会で提案するのかどうなのかわかりませんが、現段階でどういうふうに

考えておられるのか、お考えを聞いてみたいと思います。 

 そしてまた６番目。給与を増やせば士気が上がるという方法ではなく、仕事のやりがいを

もって職員の士気を上げるべきと考えますがどのように考えておるのか、この手法について

考え方を聞かせていただきたいと思います。確か昨年の１２月議会ではちょっとこの点を聞

いた点もありますが、もう１回、今どのように考えているのか聞いてみたいと思います。 

２ 臨時職員の雇用状況について 

 そしてもう１点。大項目で別の、同様な項目的なのになるのですが、臨時職員の雇用状況

について。今現在私が聞くところによりますと、市の職員の人事、これは大体３月の半ば頃

に発表されるわけですが、それからでないと臨時職員の採用継続・雇用終了は発表されない

そうです。これでは年度末、要は３月３１日まで１カ月ないわけです。１５日から２０日ぐ

らいの期間ということになります。そもそも雇用契約が６カ月単位だということで、はなか

ら切られることを予想しておいてくれよ、というふうな言い方をされるかもしれないですけ

れども。その予想の中で言っているのだからと言われるかもしれないですけれども、こうい

うことでなくてしっかりとお知らせをもっと前に言うべきではないのかなと。だめならだめ、

継続なら継続。ぎりぎり後１５日ぐらいしかないようなところで言うのではなくて、そうい

うことがまた臨時職員さんだってやる気にもつながっていくことではないのかなと私は思う

のですが、以上３点についてご答弁いただければと思います。 

再三給与について、今回２３人登壇した中で私を含めて５人が行っておられます。大変注

目されている問題だと思いますので、また２３人中５人が一般質問したという事実について

も、感想聞かせていただければなという思いがあります。それでは壇上からのまず質問を終

わらせていただきます。次回は席でやらせていただきます。 

○市   長  牧野議員にお答え申し上げます。 

１ 人件費削減について 

人件費削減についての１番の、たびたび申し上げてきたところであります。経済情勢が厳

しい、税収・雇用に影響があるとこういうことであります。それは当然認識をしておりまし

て、今までもそういうとおりに答えてきたわけでありますけれども。財政計画に大きな狂い

も――ほぼ順調でありますから狂いは出ていません。そういう中で常に申し上げております

けれども、アップをするのではないのです。今まで削減してきた部分をまずは１回、いった

んこういう情勢ではありますけれども、市の財政の見通しもある意味では立っているのでこ

こで元に返しましょうと。そして、改めて状勢が非常に厳しいとか、あるいは財政的に苦し

いとかそういうことがあれば、また即刻そういう対応を採らせていただかなければならない

ということも、職員組合には申し上げてありますけれども、そういうことですので。何らあ
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る意味ですよ。 

ただ、心理的に市民の皆さん方や議会の皆さん方が、こういう時期にアップととられてい

るというふうにどうも論調を聞くととれるのですけれども。６番の方で給与を増やせばとか

と、増えるわけではなくて今まで生活給を切り詰めていただいた分を、とりあえず１回元に

戻そうと。しかも財政的にも見通しは立つ。そういう中でそして景気対策やそういうことに

ついては、きちんと予算の中で対応できる体制も整うのでと、こういうことですのでご理解

をいただきたいと思います。 

 ２番目の財政計画は５年、職員の我慢は３年、実質公債費比率県下ナンバー１ではなくて

ワースト１でありますけれども・・・（「一本とられた」の声あり）ご承知かと思いますが県

内――これは３番目でありますね。財政健全化計画は５年であります。そして職員給与カッ

トは３年で、これは集中的に行わせていただいたわけです。そして職員の給与総額は５年の

中で抑え込んであるわけであります。 

ということは前々から申し上げておるとおり、計画では７９６人という職員数ですけれど

も実際は７８４名、１２名減。そして２１年度についても計画を上回ることは確実な状況で

ありますので、職員の給与カットは３年。しかし、職員数は減っていきますから、減らして

いきますから、この中でやはり相当の仕事は確保していただかなくてはならないということ

であります。そういうことですので、これもご理解いただきたいと思います。 

実質公債費比率についても今井議員にお答えしたとおり、確実に減らしていけますし、減

らしていきます。たびたび申し上げておりますが、これももし、そういう状況が大きく揺ら

ぐようであれば、これは何をおいてもやらなければならないことでありますが、今、景気状

態がこういう状態でありますので、ただただそのことの指標だけで財政出動も一切控えてい

るかというこれは、やはりそういうことではあり得ませんけれども、通常の中ではこれは全

く間違いなく２８年に１７.７か８パーセントに抑えていけると、そういう見通しが立ってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

 自治体が何らかの方法で自主カット、これはいろいろ伺っております。全国的な情報とい

うのは特にとっておりませんけれども、県内の中では給与カットをしておるのが８市だった

でしょうか。そこでこれを見ますと、これは議員ご承知かと思いますけれども、私どもの市

が一番早く、そして一番大幅にカットをしてきております。そして三役といいますか特別職

についてもそうであります。１５、１０というのは魚沼市さんがちょっとありましたが、あ

とは大体１０パーセントとかそういうことです。そして職員のことについても３パーセント

あるいは２パーセント。５パーセントでも２年とか。魚沼市さんが私どもより１年遅れて我々

と同じことを今やってきておりますので、魚沼市さんは２１年度ももう１年、３年でありま

すから継続する。私たちは１８、１９、２０。魚沼市さんは１９、２０、２１ということで

あります。 

このいずれの市も状況が大きく変化する中では、それは当然また考えるべきだと思います

が、私たちも大きく状況が変化すれば考えなければなりませんけれども、一応そういうこと
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で実施をしてきております。ですから、財政に認識が甘いと言われればそれは取り方、受け

方の問題でありますのでどうしようもありませんけれども、決して財政について甘く見てい

るわけではありませんで、非常に厳しい認識を持ちながら今までも運営させていただきまし

たし、これからもそうしていかなければならないと思っております。 

 身内に甘く外に厳しい。外に厳しいことは一切しておりません。行政水準の明確化という

１６億円を５億円に減らしたわけでありますから、厳しいどころではなくてやはり市民生活

に極力影響を及ぼさない。そして市民の皆さん方に負担をかけないという大きな目標の下に、

この財政健全化計画を立てさせていただきました。ですから７１億円の中の削減額の中で一

番多いのは人件費で２４億円であります。非常に大きな額でありますけれども、これらをき

ちんと実行していく中で、市民の皆さん方もご理解はいただけると思っております。 

 賞与のアップを行ったという。これはこの条例制定をさせていただく際に、議員と議論を

させていただきましたので、特別のことは申し上げませんけれども、勤勉手当部分について

人事院勧告から若干のアップ率が出て、それは実施させていただくと。しかし、勤勉手当に

ついてはこれも再々申し上げておりますけれども、今までは手付かずにそのとおり支給をし

てきたわけでありますけれども、これからはやはり本来の勤勉であるか否か。これは上司、

部下共にお互いに判断をし合いながら、厳しく査定をさせていただく。ただただ毎日職場に

来ていれば、それで勤勉手当が支給されるというような状況はつくり出しませんので、ここ

はそういうことでご理解いただきたいと思っております。 

１５分短縮でありますが、１５分短縮は実施をしていかなければならないと思っておりま

す。と申しますのは世界的ないろいろの事情の中で、日本人の労働時間が多いとかどうとか

と言われて、今まで土曜日の半日がもう土曜日が休みになり、あるいは勤務時間の短縮も行

われてきたわけでありますし、ＩＬＯ勧告とかいろいろなことがございます。 

それはそれといたしまして、１５分短縮が出た中で、市民の皆さん方にそれが不評だとい

うことになれば、そのために迷惑をかけるということは絶対しないと。今１２時１５分まで

勤務をしてそして５時１５分まで勤務をしております。この体制の中を１２時１５分までと

いう部分を１２時まででそこでお昼にしていただくということであります。日本中がお昼を

食べるときに一緒にお昼を食べようとそういうことでありますし、その１５分の短縮が時間

から割っていけば３パーセントアップだそうでありますけれども、そういうとらえ方はしな

いで、その分、今触れましたように職員の数を相当減らしておりますので、少数精鋭できち

んと勤めてもらうとこういうことで、ご迷惑をおかけしないようにやらなければならないと

思っております。 

これもご理解いただけるかどうかまだわかりませんけれども、私のつもりとしては、人事

院勧告というのは前々から申し上げていますとおり、公務員のやはり拠り所といいますかこ

の部分を――今までも給与を下げるとかそういうことは、それも実施してきました。上げろ

というときも実施してきました。ですから、これを無視するということになりますと、人事

院勧告の制度自体を否定するということになりますから、それはやはり極力勧告どおりに実
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施していくのが、これもまた私たちの務めだと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 給与を増やせば士気が上がるという、私も給与を増やしたから士気が上がるということは

申し上げたつもりもございませんし、先ほど触れましたようにこの５パーセント分を元に戻

すのは、増やすという意味ではなくて元に戻すということでありますが、職員もただただ給

料が高いから頑張る、安いからサボるということではないというふうに思っております。 

２～３番前の議員に触れましたけれども、公務員としての高い倫理観、そして使命感を持

って、与えられた仕事に取り組んでいってもらっていると考えておりますし、またそうしな

ければならないわけであります。職員自らの責任でなくて、国の仕組みの変更によってもた

らされたこの市の財政悪化。これは全国の市がほとんど同じですね。むだな投資をしたとか、

職員が大きな過ちや首長以下が大きな失態を演じて、そこで財政難に陥ったとかということ

ではこれはなかったわけでありますので、ここはひとつご理解をいただきたいと思います。

当然職員も危機感を持ってこの５パーセントカットに応じていただいたわけでありますし、

生活給の減ということにも応じてもらったわけであります。 

ここ３年状況が大きく変化しなければ、３年でこれをいったん元に戻そうと、こういう約

束をまた私もしたわけでありますので、これを状況的に大きな部分がないのに未曾有のこと

があれば別ですけれども、そういうことがないのにここで市長が「それはまた反故でもう２

年もやってくれ」という、こういうことが士気を下げる原因にはなるのだろうとこう思って

おります。 

「やりがい」当然であります。やりがいを求めて仕事をしなければ、やりがいを感じて仕

事をしなければ、当然士気は高まらないということだと思っております。先ほど触れました

ように今年度から試行ですけれども、人事考課の制度を取り入れてそして職員による職員の

研修は昨年からも実施をしております。公務員として必要な知識の取得、それから講師とし

ての経験、これは双方にメリットがあるわけでありますので非常によかったと思っておりま

すし、職員の提案制度これも充実していきたいと思っております。 

何かを言うだけの無責任な提案ではなくて、実行可能そういうまとまったアイデアをどの

職員も提案できるように、こういう仕組みもつくっていかなければならないと思っておりま

す。そして職員共々、市民の皆さん方が毎回これも申し上げております希望の持てる南魚沼

市のために頑張っていただけるものだと。そして市民の方からもそういうことは感じていた

だきたいと思っております。 

２ 臨時職員の雇用状況について 

 臨時職員の雇用状況であります。最初に触れますけれども、残り１５日で切る、切らない

という、これは議員ちょっと触れていただきましたが、臨時雇用については期間を限定して

後半の場合は大体１０月１日から３月の２４日までです。この中で採用しておりますので急

に２４日に辞めてくれとかそういうことではなくて、それをきちんと事前通告をした中でや

っていただいておりますので、そのことによる不満というのは私はあまりないとは思います。 

ただ、ではまた来年度、新しい年度にどうだということについては、これをよくご理解い
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ただきたいわけでありますけれども、翌年も継続して雇用する場合はまず正職員の配置、人

事異動これを決定した後でないと臨時職員がどの課にどの程度必要ということは全く掴めま

せんので、臨時職員に通知はできません。 

そしてこれを雇用するには予算措置が必要であります。３月の予算議会で議会議決を経な

い中での雇用の可否を通知することは、これはでき得ません。そういう状況の中で３月２４

日までという部分は事前に通告してありますので、それはきちんとご理解いただいて、そし

て例えば翌年また雇用するという場合は３月議会が可決をしていただいて、その後人事を１

回やるわけであります。そしてその中で臨時職員の大枠がどうだという部分は出してきまし

てそれから採用ということになります。 

異動については内々的には議会の議決を経る前に、人事の異動の内々部分はしております

ので、概ねの臨時の職員がどこにどのくらい必要だというのは算定されるわけですから、そ

れをそうして議会に提出させていただくということであります。 

そういう関係でありますので、極力早くご通知は差し上げて働いていただきたいと思って

おりますけれども、そういうことをひとつご理解いただきたいと思います。法の関係等はこ

こでは特に申し上げませんので。１年雇用ははでき得ないということでありますし、その点

はひとつご理解いただきたいと思います。 

１ 人件費削減について 

 それから５人の方から職員給与の復元についてご質問をいただきました。牧野議員からも

相当前から事前通告いただいておりましたので、牧野議員だけがするのだろうと思っており

ましたが、ほかに４人、５人ということでありました。多いとか少ないとかではなくて、皆

さん方が本気になって市の財政も考えていただいている。 

そしてただ一つ残念なことは、これは私の感じですからそれをすべてそうだといふうにと

らないでいただきたいのですけれども。こういう経済状況になって世の中に閉塞感が広がっ

たり、あるいは不安感が広がったりする中でここ近年ずっとそうであります。昔はそうであ

ったかどうかわかりませんが、常に標的を公務員に向けてそして公務員の給与が高いのはけ

しからんとか、そういう風潮が広がるのを私はちょっと懸念をしております。それは皆さん

方がそうだということではなくてマスコミ等もそうでありますし。ですので、そういうふう

に思われない、言われないような公務員にまたこれからきちんとなっていかなければならな

いわけでありますので、そういうことを若干感じさせていただきました。 

大勢の方からご質問いただいて、繰り返し、繰り返し答弁をしたのでこれでひとつご理解

いただきたいと思いますが。そこはよくわかりませんけれども、ありがたかったと思ってお

ります。以上であります。 

○牧野 晶君  ２ 臨時職員の雇用状況について  

まず、一番最後にやった臨時職員から。言われるのはわかるわけです。ただ、やはり不安

があるのは間違いないわけですから、何とかなるべく早めに言っていくのもひとつのあれで

はないでしょうか、というふうな点で。これは見解の相違もあるかもしれませんが、そうい
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うふうな声もありますのでよろしくお願いします。 

１ 人件費削減について 

 あと頭からいきますが、先ほどから不況、不況ということで不況だってあんまり言うと、

枕元でブツブツというふうになるというのであれば、財政の見通しが立ったというのであれ

ば、それで不況、不況というのであれば。財政健全化はもう終わりですよと。もうそういう

ふうな視点も。じゃあそれで景気を刺激していくというのも市長、考えるべきという点もあ

るのではないですか。 

財政の見通しが立った、立ったと言いますけれども、あくまでも机上なわけです。じゃあ

私は思うのですが、財政をよくしていくのは当然重要です。それと同時に財政ばかりよくな

って、市がぶっ倒れたら、市民がぶっ倒れたらどうするのですか、という点でこういう質問

しているわけです。 

要は本当に５パーセントカットで１億５,０００万円ということなわけですから、そのお金

をまだ他に使うべきことがあるのではないかというふうに私は思うのです。それが使わない

で貯金するというか貯めておくでもいいですよ。借金返すでも。本当に誰が考えたって社長

とか経営者していれば、自分のところの社員に給料をなるべくあげたいというのはあるわけ

です。それを泣く泣く給料を先のことがあるからなるべく抑える努力をして、いかに雇用を

守ろうかという点も努力しているわけです。 

そういう中で私は公務員が高いとか常々言っているように思うもしれませんけれども、本

当に私は公務員は高いと思っているのです。だから言うのですけれども、先ほどからの４５

歳の人の公務員さんの給料が６００万円というふうに話がありましたけれども、４５歳でし

たか。それを本当は質問の中で聞こうかなと思っていたら、４５歳のモデルケース、子ども

２人でいくらなのですかと言ったら、５８０万円というふうな答えが出たわけです。４５歳、

市のモデルケースで。２５歳になると２９６万３,０００円。これは独身で換算して手当とか

その他。３５歳子ども２人、４６３万５,０００円。４０歳が５２０万円。４５歳がさっき言

ったとおり５８０万円。５５歳が６７０万円。 

それと、これは今日の朝、部長から税務課の方から給与収入金額段階の階層内訳２３,６６

９人。これは市内の要は源泉徴収された人のすべてを含むということで、それこそ例えば１

万円しかもらっていない人も源泉徴収しているわけですからそういう人やアルバイトも含め

て、みんなで２３,０００人いるそうです。これの資料を見ると市長も手元にあると思います

けれども、２００万円以下の方が２５パーセント、２００万円から３００万円の方が２２.７

パーセント、３００万円から５００万円の方が３１.９パーセント、５００万円から７００万

円の方が１２.５パーセント、７００万円から１,０００万円の方が６.６パーセント、あと１,

０００万円以上の方が１.３パーセントいるということです。２００万円以下の方というのは

いろいろなのがある、正規雇用ではないとかいろいろあるかもしれないですけれども、それ

でも３００万以下の方というのは３０パーセントいるわけです。２００万円を省いて中で計

算して、２３,０００人から約６,０００人省いて。 
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要は公務員の給与平均の５００万円以下ということの中の人が７２パーセントいるわけで

す。そういう中で給与を増やすとかではなくて――すみません、私は今度５パーセント上げ

るなんて言い方をして申しわけなかったですけれども、５パーセントカットを戻すというの

は、私はちょっとずれているのではないかなという思いがありますよ、私は。公務員の皆さ

んは正直、雇用安定しているわけです。今、何が一番市民の中で望まれているかというと、

安定した生活を送れることですよね。それこそカットになんかなったら正月を越されないと

か、そういう点があるわけです。 

そういう中で給料、約束だから。市長は約束を守るのも重要ですけれども、本当にそうい

うふうなことでいいのですかと私は思うのです。だから、内に甘く外に厳しいというふうに

見られるのではないですかと、私は大変思うのです。だから再三、再三このことはずっと続

けているのです。市長、もう単純に聞きますけれども、では５００万円や６００万円ある人

の５パーセントカット、それはしんどいですよ。しんどいですけれども市民の経済状況等考

えると、本当に戻せる状況にあるのか。その点を本当に再三、再三何人かから聞いています

けれども、ちょっと私は甘いのではないのかなという思いがあります。 

所信表明でも、「給与カットについては計画どおり今年度を持って終了したいと考えており

ます。」不況の影が心配される状況ではありますが、「今後の経済状況、他団体の状況等も注

視するなかで、必要の場合は新たな対策・・・」６１パーセントの全国の自治体がまずカッ

トしているわけですよ。何らかの方法で。それで県内で５パーセントカットを一番最初にや

ったからいいではないか、戻すのだと言うかもしれませんけれども、県内で昨年の人事院勧

告三つを完全実施したのが６で、自主的カットしているのが７だか８だかやっているわけで

すけれども、その中で両方何もしない市が今度は２０市の中で四つです。もう今年でやめた

という人もいれば、人事院勧告に沿って去年給料、勤勉手当を上げたという自治体が四つで

す。１４は人事院勧告無視して未だに続けているわけです。何らかの市内でも人事院勧告を

守っていない、もう１個は独自カットをしている。両方何もしない自治体というのが四つで

す。１６の自治体は何らかの人事院勧告に従わないとか、独自カットをしていない、そうい

う所は１６です。何らかの手当をしているのは四つです。これには当てはまれないのですか

ね、今後の経済状況、他団体の状況等も注視するなかで、新たな対策を講じること、が。 

また、先ほどの８時間を７時間４５分にする。私は昼休み１時間やるというのは非常にい

い考えだと思います。外に行ってラーメン食べて来なさいというふうな思いもあるので、そ

れは応援したいのですけれども。でもそれは、昨年市長はできればこういうことを言ったわ

けです。８時半から勤務してもらって１２時まで勤務して、昼休みは１時間取るけれども５

時半まで勤務を続けたいというふうな。５時半まで勤務をしてもらうことで昼休みを１時間

取るべきだというふうな話だったと思うのです。 

私は確かに昼休み１時間、そういう点はちょっとわき道にそれていきましたけれども、市

内の方はみんな仕事がなくて雇用時間が短い、休みが増えたというので、ありますよ。そう

いう点もある中で役所は、仕事はいっぱいたくさんあるのに時間を短くしましたということ
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で、私はこれも理解できないのです。私は。 

 あと給与の総額で減らしているからというふうな話をしますけれども、職員数を減らして

いますと。職員数は減っています。確かに頑張っていると思います。ただ、余剰人員なわけ

ですよね、合併しての。そうではないですか、そこのところをはっきり。私は思うのですけ

れども、合併したから人を削減している中での難儀している点もあります。早めに辞めてい

っていることで計画が進んでいる点もありますけれども、そういう点も私はあると思うので

す。 

それを、そして職員のみなさんはこれから人数が減っていくので仕事が厳しくなっていき

ますから、その点でご理解くださいなんていうのは、私はちょっと、こういうふうに言うの

も逆に士気が下がるのではないか。今まで俺は、これからもっと厳しくなっていくのだとい

うように、自分で自分の仕事を厳しく。市長の言っていることは、ちょっと私はわからない

点があるのですが、そういう点について大変本当に、経営者であれば誰もが給料上げたいわ

けです。でも上げられない状況にあるという点を考えると、本当に市長、５パーセントカッ

トを今年度でやめていいのかについて、トータル的なことで考えていただきたいと思います。

もう一度よろしくご答弁をお願いします。 

○市   長  １ 人件費削減について 

お答えをいたしますが、言い間違いでなければ、言い間違いは聞き手の粗相ということを

申し上げましたが、今は私が聞き手の粗相なのかもわかりませんが。今、削減している人員

は合併しての余剰人員だと。それを財政健全化とは何事だというどうもお話でありますが、

それはしかし議員、全く認識が。何のために合併をしたかということをまず。合併をすれば

３町で今までやっていた仕事が一つになるわけです。合併の大きな目的は当然ですけれども、

そういういわゆるむだ部分になるわけです。それを一つにすれば３０人いたのがそれで１０

人になるとはいいませんけれども１５人かになる。それを当然ですけれども減らすというの

は当たり前のことであって、当たり前というかそれが、そういうことはでは別個にまた財政

を考えろなんてことになると、合併のいわゆる効果である財源というのはどこから出てくる

のですか。これを効果と思わないで、これは当たり前のことだということには何をすればい

いのでしょうか。 

そしてその他に今度は、新市建設計画に基づく事業はどんどんやれ。どこから原資を生み

出そうと思っているのですか。これはとにかく人件費をそういうふうにしてきちんと管理を

していきながら、これは一度に減らせないわけですね、徐々に減らしていくと。そういう中

で人件費の浮いた部分を、皆さんのやはり福祉やそういうことにも使えるようになっていく

だけでも財政も厳しいと。浮いた分が全部使えるわけではありませんけれども。そういうこ

との目的でいわゆるスリム化をして合併したわけですから、そこを全く否定されているよう

なことになる。では、単町に戻って単町に返ってそれでいいのかという話になりますよ。そ

うではないですよ。それはちょっと全く認識が違いますので、議論をここで今してもどうし

ようもありませんが。 
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いわゆる財政健全化は終わったか。５年ありますので、５年の中で先ほど触れましたよう

に人件費は２４億円。この目的は別に５パーセントカットが目的とかそういうことではあり

ません。要はどういう手法にしろ人件費を２４億円とにかく削減すると。その中で５パーセ

ントカットも一つの手段であります。そして人員削減するのも一つの手段であります。トー

タルの目的、これは２４億円削減することです。ですから、これは２４億円削減が達成でき

たら、それは皆さん方からきちんと認めていただかなければならない。目的は２４億円削減

です。手法は構わないわけですよ。 

ただ、手法の一つとして５パーセントカットは３年間やった。それで大きな効果が出たと。

そして人員削減も順調に進んでいる。だから２４億円削減の見通しが立ったからいいのだと。

それで何か非常におかしいところがございましょうか。達成できないとかそういうことであ

れば、これは全く別です。達成しますから。できますから。しかも当初の６９億円から７１

億円に増やした分は、人件費を増やしているのですよ、人件費ほぼ。ですから、そういうふ

うにトータル的にご理解いただきたい。 

職員の給与を元に戻すことが、それは今の市民感情の中では抵抗のある部分もあるかもわ

かりません。しかし、職員からそういうこともきちんと自覚してもらって、そして給与の生

活給の中の使う部分、いろいろはやっぱり市内でいっぱい消費しろとか、そういうことは私

は職員に申し上げますよ。どこかに行って買い物なんかして来ないで、地域の中で一生懸命

買い物したり、あるいは宴会もちゃんとこの地域の中でやったりとか、そういうことには心

がけてもらうように話しします。そういうことでなければ。 

公務員は甘い、公務員は甘い安定している――確かに安定しています。安定していますが、

今井さんに申し上げたとおり、元々の公務員に求められる像というのはそういうことではな

いわけです。自分たちが地域の捨石とはいいませんけれども礎になってきちんとやっていこ

う、国のためになっていこう、地域のためになっていこうという、そういう思いで公務員に

なってもらったと私は思っています。 

ですから、そういう思いをきちんと実現するためにも、当然ほかの職だって同じですけれ

ども、給与の安定化というのは一番必要なことです。上がったり下がったり・・・上がるの

はいいのかもしれませんけれども。そういうことを極力避けて公のために尽くすのだからと

いうことで、公務員の給与制度というのができているわけですから。それをある意味で５パ

ーセントカットしてきている。そういうことをひとつご理解いただきたい。例えば５パーセ

ントカットが当初からなくても、何とか今の財政健全化は達成できたかもわかりません。し

かし、非常に厳しい状況で先の見通しが見えなかったものですから、とりあえずこれはやは

り職員自ら、私も当然ですけれどもやろうと。そういうことであります。 

そこを皆さん、出発点をご理解いただいて、経済情勢がこうだからそんなことを戻すこと

はと、こういう議論をやはり続けていけば、これは職員も議会の皆さん方からその程度にし

か評価されないというふうに思われると、私も非常に悔しい思いがありますので。給料が元々

高いのだと、この間も申し上げました。元々高いからこの給与制度自体をやはり真剣になっ
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て考えろ、この議論はこの議論でいいと思うのですけれども。５パーセントの元に戻すのが、

そういうと失礼ですけれども、あまり賛成でないということはわかりましたけれども、世の

中の不況やそういう部分の矛先をすべて公務員の責任だというふうに押し付けていくのも、

これはやはりそうではないと思いますよ。（「それはしていません」の声あり） 

そういうことで後は、勤務時間は先ほど申し上げたとおりであります。これは議員もご承

知でしょうけれども、私はあまりそう思っていなかったのですね。日本人は働きすぎだとい

うことの中からＩＬＯ勧告が出たりして非常に休みの日にちが多くなってきました。これが

本来いい姿かどうかというのは私はちょっとわかりませんが、人事院勧告というものは何度

も申し上げますけれども地域の――地域といってもごく細かい地域には入ってきませんけれ

ども、日本の全体そして新潟県であれば県、ある意味では全体的な中で公務員の勤務時間が

長いということが出ているわけですから。それで１５分例えば短縮をして、市民の皆さん方

に迷惑はかけないようにしますと。工夫をしながらです。ではそしてその分例えば超勤が増

えたとか、そういうことには絶対しません。それはしませんしさせません。 

人事院勧告というものは、それほど私は重いものだと思っているのです。上げるときばか

りではなくて下げるという勧告も今まで出ておりますし、それだけはやはりある程度守るべ

きだと。守れない状態にあればこれは守りません。守りませんけれども、それもひとつこう

いう立場のこともご理解をいただきたいと思っております。 

市民のみなさん方が押し並べてどう考えるかというのは、私はそこまで調査はしておりま

せんけれども、非常に厳しい中でこれはこういうことがなくても、公務員というのはいいな

と。安定していていいなと。こういう話はよく伺っておりますが、公務員とて採用の際には

すべての方に門戸を開いて、そして採用させていただいているわけですので、そこをまたご

理解いただかないと。特殊な人だけ採用して、そら、公務員がいいのだ、いいのだというこ

とではないわけでありますのでその辺もひとつ。公務員になれなかった人、あるいはなりた

くなかった人、いろいろいるわけです。 

世の中が暗くなったり、非常に厳しくなると常に標的にされるというそういう立場も、非

常に辛いものがあると思うのです公務員としては。そういう思いで公務員になったわけでは

ないですので。ただ、世の中のために尽くすというのは、これは公務員の使命でありますか

らきちんと尽くしていただかなければなりません。それは給与カットをするとかそういうこ

とではなくて、仕事の中できちんと尽くしてもらう。そして市民の皆さん方から評価をもら

うということになっていかなければなりませんので、そういう思いで５パーセントカットは

今年度限り。そういうことであります。 

状況が大幅に変化をしたりすれば、それはまた５パーセントなのか半分なのか、そういう

ことだって考えざるを得ない状況になればやりますと。そういうことは申し上げているわけ

ですので、よろしくひとつご理解いただきたいと思います。 

○牧野 晶君  １ 人件費削減について 

なかなか厳しい言葉が返ってきたかなというふうな、怒られているような気分になりまし
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た。私はここのところをちょっと、所信表明で、不況の影が心配される状況下ではあります

が、給与カットについては今年どおり、今後の経済状況、他団体の動向・・・これは他団体

が９０パーセントぐらいにならないとじゃあしないという、６１パーセント過半数のところ

が何らかのカットをしているというのにやらないというのは、私はちょっとどういうことな

のかなと。県内ワースト１のこの自治体がやらない。そして県内の中でも給料について何も

していないのが県内ワースト１のこの南魚沼市と十日町、小千谷市、阿賀野市の四つになる

わけです。その中の一つでいいのでしょうか、というふうに私は思いがあります。 

あとそれと最初、これを言うと本当またあれになっていくので・・・例えば３町合併して

６億円人件費がかかりますね。本来であれば合併して――例えばですが、２・２・２でわか

りやすく、その分例えば６億円かかるのが本来であれば１市ということであれば、４億円や

半分ということなないですけれども、４億円、５億円ですむということで、この１億円部分

というのは本来であれば削減できる部分なわけです。計算上これは簡単に考えてその余剰部

分があるわけです。そこのところを私は言っているわけです。 

そこのところで苦労してやったという言い方というのも、私は市長ちょっと乱暴ではない

のかなと。そこを全然他のところの議論。私は市長が何を言いたいのか、本当に一番最初の

前段は全然わかりませんでした。本当にわかりませんでした。私はそこのところで削減、要

は余剰分ではないのかということを言っているわけですけれども、そこのところを誤解しな

いでください。それについてまた意見があるのであれば。最後だから本当は反論ができない

ので困っちゃいますけれどもあれなのですが。 

人事院勧告についてですけれども、守っていかなければいけないということを言っている

わけですけれども、それは守っていっていかなければいけないというのもわかりますけれど

も、昨年の人事院勧告は県内２０市ある中で６市しか完全実施をしていないわけです。何で

も神様の一声ということではないわけです。そこのところでちょっと考えていくべき点もあ

るのではないですか、と私は言っているわけですが。また見解の相違であればそれはそれで

そうかもしれませんけれども、２０市のうち６市が昨年の人事院勧告は完全実施をしていな

い。もう要は、これは現在の状況を考えるとできる状況にないということでやっていないわ

けですけれども。 

そういう点も考えると市長の考え方というのは、今現在ちょっとこの点はずれているので

はないかなという思いがあります。何点言ったか忘れましたけれども、４点なのかな。まず

他の自治体との関係。そして人事院勧告。あとは合併については答えないでください。答え

られるとちょっとまた反論したくなるので。もう１個はこれがちょっとわからなかったです。

すみません、これについてちょっと答えがわからなかったので、５００万円以下の市内の―

―源泉ね――の方、２００万円から５００万円の方が７２パーセントいます。そういう市内

の状況を考えて給与が高いと私は思う職員の給与、５パーセントに関して私は戻すべきでは

ないという思いがあります。これは私は、この点についてでは市内の給与状況について。 

狭き門を入っていった。それは当然ですよ。それは当然私も思います。それと同時に職員
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さんはみんな頑張っておられると思います。頑張っておられると思いますが、こういう点、

私は非常に市民と職員さんは一蓮託生というふうな思いがありますけれども、給料に関して

はちょっと違う。今、本当にこれだけなのに何で・・・財政がまずしんどい。そして経済も

しんどい。その中で戻していける状況にあるのか。またかという顔をされていますが、もう

一度。これで４点目にします。その点ご答弁をお願いします。 

○市   長  １ 人件費削減について 

お答えを申し上げますが、最初に６１パーセントが何らか――。私たちも何らかやってい

るのです。１８年から２０年まで何らかやっています。他の市は１９年から始まっているの

です。だから私たちは１年早くやっている。例えばでは我々がこれを２１年度でこれをやめ

たから、後の人はみんな続いてやっている。同じ３年ですから、何もしていないなんていう

ふうにとらえてもらっては困ります。 

他の市は、新潟県内だけ申し上げますが、今、長岡、三条これは何でもしていません。新

発田、小千谷、加茂、十日町、見附、村上全然やっていません。糸魚川、妙高これもやって

いません。上越もやっていません。そして佐渡はちょっとやっていますね。やっているのが

触れましたように柏崎。これは震災復興分ですね、これは３年限定であります。それから燕

市、これは部課長、係長、補佐までです。そして市長、副市長、教育長これはそうでありま

すが、５パーセント以下ということです。そして五泉市が市長、副市長、教育長５パーセン

ト、３パーセント。一般職もちょっと入ります。5 級、６級と課長級ですね。阿賀野市が、

これはいろいろあったそうでありますけれども、これもやっています。これは市長が１５パ

ーセント、副市長９、教育長６ということです。そして佐渡が、特別職がこれあんまりない

ですね、職員はやっていますけれども。魚沼市が１９年からこれは市長が２０パーセント、

副市長、教育長が１０パーセント。職員も１から８級まで全職員あたっています。それから

私たちの市が１８年度から５パーセント３年で、魚沼市も５パーセント３年であります。５

パーセント３年で私どものところは市長１５、副市長、教育長、事業管理者１０パーセント。

胎内市が職員はやっておりませんけれども、市長１０パーセント、副市長、教育長５パーセ

ントとこういう状況です。 

私たちも我々が一番早くやったということです。早くやったから早く終わっているのであ

って、これが１９年から始めていれば当然２１年です。（「これからしんどい」の声あり）だ

からこれからは、今、財政的な見通しがある程度ついた中でいったん返しますと。そしてそ

の状況が非常に厳しくてどうしようもない状況が見えれば、これは何らかの方法を考えざる

を得ないということを再三申し上げております。このまま未来永劫こうなっていくというこ

とではない。 

しかし、今度もしやろうとするときは、やはり給与の何パーセントということではなくて

期末勤勉手当を、とかということに、（「そうなっている」の声あり）いやいや、これは給与

の５パーセント相当額を引いているのですから、（「給与の５パーセントやっていれば本当は

もっと」の声あり）ぜんぜん、何をおっしゃっているのですか、あなたは（「年金だって・・
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勤勉手当だって」の声あり） 

○議   長  牧野君、静粛に。 

○市   長  ばかを言うのではないですよ、あなたは何を言っているのですか。給与の

５パーセントカット分を賞与から引いているのですよ。（「わかっていますよ」の声あり）だ

から５パーセントカットでしょうが。そういうことをおっしゃるから、私がちょっといろい

ろ言わなければならない。そういうことで、何もしてないのではなくて、本当に最初から取

り組んでそして人件費の削減も順調にいって、１２人今、余計に削減しているわけです。１

２人。２１年もまたそういう部分が見込まれる。そういう中で人件費削減の見通しも立った。

財政的な見通しも立った。ですから３年の約束ですし戻して、今財政的な状況の中では何ら

心配がないから返しますということです。 

そこでおっしゃるようにこういう不況だから、市民の皆さん方からいろいろ言われる。こ

れはわかりました。わかりましたが、議員がおっしゃっている給与そのものが高いか安いか

と。申し上げますけれども、これは議員も持っているからわかりましょうが、５００万円か

ら７００万円が１２.５パーセント約３,０００人ということです。職員は一応平均的の中では

この中に入っています、平均は。ただ、この分類の中で２００万円から３００万円というと

ころに職員が何人入っているかということはわかりませんが、平均的な部分でいけばここに

入っているわけです。 

高いか安いか、こういう状況を見れば一般的な中でやはり高いです。私はいつもそう言っ

ております。年齢層が高くなっているから、こういう数値が出てくるということであります。

ですから、それをこれからも早くそういう逆ピラミッド部分を解消せんがためにやっている

わけであります。これは高いことは間違いありません。ただ、新任職これらについては高い

方ではないということを申し上げております。これはですから平均的な中では高い部類に位

置しますので、高いと十分認識をしております。 

 それからまた余剰人員は当たり前という、それを言われれば、では私たちは職員の削減、

財政健全化の中で、健全化がなくたって削減するのだろうと、そういうことでしょうか。お

っしゃるのは。（「その議論は聞かないで」の声あり）聞かない、そうか。やめたって言いま

したかね。 

人勧を守るという、これは何ていいますか、労働者としてとらえればストも何も法律でで

き得ないことになっている。拠り所は人勧でありますから、人事院勧告を私たちがやはり守

ってやらなければならないと思うのは当然のことだと思っています。ただ、守ってやれるこ

とと、やれるときとやれないときがありますので、それはどうしてもやれないときはやりま

せん。ただ、私たちの市は今それを守り得る状況にあると思っておりますので、人事院勧告

は尊重させていただきたいとこういうことを申し上げておりますが。異論はあるようですけ

れどもこれで終わりますので、またご理解を賜りますようによろしくお願いいたします。 

○議   長  牧野 晶君の質問は終わりました。 

○議   長  質問順位２３番、議席番号２５番・角谷英一君。 
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○角谷英一君  大変長い一般質問の期間の一番最後で、皆さん大変お疲れでしょうと思い

ます。私の質問は本当に短くて簡単明瞭な質問でありますので、市長からもきちんと簡単明

瞭な返事があると思います。すぐ終わると思いますので、もうしばらくお願いをいたします。 

中断している都市計画道路の工事着手について 

 市長、今回の市長選挙、大変おめでとうございます。これからの４年間は合併特例債の事

業のほとんどを計画実現に向かい着手の期間と私は考えております。そこで今回は通告して

おきました、樋渡東西線の早期開通について、工事の着手について質問いたします。この件

につきましては少し前に、関係地区の区長さん名、６名の区長さん名で市長のところに陳情・

要望をしてある問題でもあります。 

この樋渡東西線は塩沢町時代、都市計画による整備が実は半分まで進んだところで中断と

なっております。昭和の最後にほとんどそこまで行って中断になっている道路であります。

地域の地権者もよい道路となることで、快く土地の提供の協力をしたところですが、今申し

上げたように中断されたままであります。 

この樋渡東西線を渡った西側の方に片田集落という集落があります。ここは実は南魚沼消

防署から直線では２キロメートル前後あるかないかの集落でありますが、この集落で今のと

ころはまだ特別、前にはありましたが最近はありませんが、万一大きな火災や災害があった

場合、大型消防車等が直接行くことができる状態では今はない。これがどうしても行くとす

ると、六日町から小栗山を回ってそして逆の方から入るしか今現在はありません。大変そう

いう状況の、実は上越線をくぐるガードの工事であります。そういうことで市の防災上でも

大変問題ではないかと私は考えております。 

 それから今、通っている大型消防車やそういうものが通れない細いガードがメイン通りに

なっているために、小学校・中学校の生徒さんの通学路にもなっておるわけであります。こ

の細いガードが、裏道の発展のために近年、非常に朝夕の時間帯は、通勤ラッシュが主であ

りますが非常に通行量も多く、大変危険と毎日感じているところであります。関係する地域

の皆さんも強く要望しているところです。いつこの工事が再開できるのか。 

 それから東側の方は先ほど申し上げたように、昭和の時代に、完成までではないですがほ

とんど完成に近い状況までなっております。西側の方の片田側の方では、ここ２年ぐらい土

地改良がなされまして、片田集落の皆さんも早期にこの工事が再開できるように、土地改良

のときに用地も確保してあります。そういう状況であります。 

どうか市長からそういうほっておかない、おけないような状況だと考えております。いつ

工事が再開できるのかなということで皆さん心配しておりますので、できるかお伺いしたい

と思います。壇上からは以上といたします。 

○市   長  角谷議員の質問にお答え申しあげます。 

中断している都市計画道路の工事着手について 

現状、それから今までの経過これらについては、おっしゃっていただいたとおりでありま

すので特に触れませんけれども。市といたしましても、特に消防車あるいは緊急車両、これ
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が迂回をせざるを得ないとか、あるいは通学路の危険性。非常に狭いところでありますので

憂慮をしております。１日も早くやはり事業化にもっていきたいという思いでありますが、

一番の今ネックが道路財源が、本当に一般財源化も含めまして、しかもまたその中で都市計

画事業、都市計画街路事業という部分が非常に厳しい状況にあります。ここを何とか突破し

なければならないと。なかなか単費ということにはまいりませんので。しかし、私どもも新

市建設計画にきちんと登載をして、そして事業を予定しているわけでありますのでなるべく

早くと思っております。 

議員もご一緒していただいたようでありますけれども、事業費の高額な部分を何とか軽減

する意味で平面交差ということについてもＪＲと協議をしていただいたようでありますが、

ＪＲ側はつれない返事でありまして、ほぼ１００パーセント平面交差はだめというようなこ

とでありますので、何としてもこれは――オーバーということにはなりません。アンダーパ

ス、アンダー。今の状況の中を拡幅していくということになろうと思いますが、全力をあげ

て国・県に働きかけて１日も早い事業化にこぎつけたいと。 

本当に危険な状況、大変な状況ということは十分認識しております。選挙の車も通れなか

ったぐらいでありましたから、よくまた理解してまいりましたので。一生懸命また議員の力

もお借りしながらやっていかなければならない。まだ、いつだという見通しはちょっとまだ

立ちませんけれどもなるべく早くその見通しを立てて、そして地元の皆さん方からも用地提

供も含めて、またご協力を賜りたいと思っていますのでよろしくお願い申し上げます。 

○角谷英一君  中断している都市計画道路の工事着手について 

今の、市長が選挙の車も来れないと、市長の方で気がついていただいて言っていただきま

した。本当に実際、街宣車がスピーカーを付けるとガードがくぐれないです。塩沢地域の選

挙の皆さんは回り順をちょうど思川の方とか、いろいろ四苦八苦をしながらどうにか何回か

は行っているのですが、多分この度の市長選挙では、街宣車が行けなかったのではないかな

というふうに思っています。こういう状況であります。 

 それからもう１点というか同じ問題ですが、この道路を早期何とかしていただきたいとい

う中に、今現在、南魚沼市で塩沢の思川地区に市の火葬場の建替えの工事が、用地改修が始

まりました。皆さんご存知のとおり葬儀の場合は、火葬場までの通る道の行きと帰りを、こ

の地区では同じ道路を通らないというような風習が――これは全国的にあるようでございま

すが。そういう状況でありまして、塩沢地区の住民の大半の葬儀の場合、行きは六日町病院

の踏切を通って病院回りで火葬場に行って、帰りは先般やっとできあがって開通していただ

きました来世東西線をくぐって帰るというようなケースが非常に多いのであります。こんな

ような状況もありまして、皆さんがどうもまだよその地域という意識もちょっとあるようで

ありますけれども。よそを回って火葬場に行かなければならないな、というような声もあり

ます。その辺も付け加えて、何とか早期改修を願っているところですので、市長さんには特

別よろしくお願いしたいと思いますが。よろしくお願いします。 

○市   長  中断している都市計画道路の工事着手について 
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葬儀の車というのは、私たちの地域もそうでありまして、行った所と来る所は違うと。そ

ういうことまでは私は気がつきませんでしたけれども、そういう事情も十分理解をさせてい

ただいて、何しろ１日も早く事業着手できるように、また全力を尽くさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議   長  角谷英一君の質問は終わりました。 

○議   長  以上で一般質問を終わります。本日の日程は全部終了いたしました。 

○議   長  本日はこれで散会いたします。 

次の本会議は明後日１２月１９日午前９時３０分から、当議事堂で開きますのでお願いを

いたします。ご苦労さまでした。 

（午後３時５８分） 


